
１３ 

 

議第４号 

 

   消費税等の税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例について 

 

 消費税等の税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例を次のように制定するものとする。 

 

  平成２６年３月３日提出 

 

                           高山市長  國 島  芳 明    

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 消費税法及び地方税法の改正に伴い制定しようとする。 
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消費税等の税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例 

（高山市役所庁舎駐車場目的外使用に関する条例の一部改正） 

第１条 高山市役所庁舎駐車場目的外使用に関する条例（平成７年高山市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

使用料 使用料 

 区分 単位 金額   区分 単位 金額  

 普通駐車券の部 （略）   普通駐車券の部 （略）  

 定期駐車券 1月につき 6,500円   定期駐車券 1月につき 6,680円  

備考 （略） 備考 （略） 

（高山市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例の一部改正） 

第２条 高山市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例（平成７年高山市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（使用料の額等） （使用料の額等） 

第２条 法第２３８条の４第７項の規定により許可を受けて行政財産を使用する者（以下「使用者」という。）

は、次の表に定める区分に応じ、当該区分に掲げる額の使用料を納入しなければならない。 

第２条 法第２３８条の４第７項の規定により許可を受けて行政財産を使用する者（以下「使用者」という。）

は、次の表に定める区分に応じ、当該区分に掲げる額の使用料を納入しなければならない。 

 区分 使用の目的 使用料（年額） 備考   区分 使用の目的 使用料（年額） 備考  

 土地 ⑴の項・⑵の項 （略）   土地 ⑴の項・⑵の項 （略）  

  ⑶ ⑴及び⑵以外のもの 使用する土地の前年分の相続税課税標準額の 1 平

方メートル当たりの価格に、その使用に係る部分

の面積を乗じて得た額に100分の3.05を乗じて得

た額（以下「算定額」という。）ただし、消費税法

（昭和 63 年法律第 108 号）第 4 条の規定により

課税の対象となる場合（消費税法第 6 条の規定に

より非課税となる場合を除く。）の使用料の額は、

算定額に 100分の 105を乗じて得た額 

円未満の端数

が生じた場合

は、その端数金

額を切り捨て

る。㎡未満の端

数が生じた場

合は、小数点第

3 位を切り捨

てる。 

   ⑶ ⑴及び⑵以外のもの 使用する土地の前年分の相続税課税標準額の 1 平

方メートル当たりの価格に、その使用に係る部分

の面積を乗じて得た額に100分の3.05を乗じて得

た額（以下「算定額」という。）ただし、消費税法

（昭和 63 年法律第 108 号）第 4 条の規定により

課税の対象となる場合（消費税法第 6 条の規定に

より非課税となる場合を除く。）の使用料の額は、

算定額に 100分の 108を乗じて得た額 

円未満の端数

が生じた場合

は、その端数金

額を切り捨て

る。㎡未満の端

数が生じた場

合は、小数点第

3 位を切り捨

てる。 

 

 建物 事務所、食堂、売店等 使用する建物の固定資産税評価相当額の 1 平方メ

ートル当たりの価格に、その使用に係る部分の面

積を乗じて得た額に 100 分の 8 を乗じて得た額と

、次の算式により計算して得た額とを合算した額

に、100 分の 105 を当該合算した額に乗じて得た

額 

   建物 事務所、食堂、売店等 使用する建物の固定資産税評価相当額の 1 平方メ

ートル当たりの価格に、その使用に係る部分の面

積を乗じて得た額に 100 分の 8 を乗じて得た額と

、次の算式により計算して得た額とを合算した額

に、100 分の 108 を当該合算した額に乗じて得た

額 
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   当該建物の建床面積に相当する土地使用料×当該

建物のうちその使用に係る部分の面積／当該建物

の延べ面積 

     当該建物の建床面積に相当する土地使用料×当該

建物のうちその使用に係る部分の面積／当該建物

の延べ面積 

  

 土地、建物以外のものの部 （略）   土地、建物以外のものの部 （略）  

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

別表（第２条の２、第３条関係） 別表（第２条の２、第３条関係） 

（単位：円） （単位：円） 

 名称 区分 使用時間区分 延長 1

時間に

つき 

必要経費   名称 区分 使用時間区分 延長 1

時間に

つき 

必要経費  

   9：00 

 ～ 

12：00 

13：00 

～ 

17：00 

18：30 

～ 

21：30 

9：00 

～ 

17：00 

13：00 

～ 

21：30 

9：00 

～ 

21：30 

冷暖房料

（1時間

につき） 

    9：00 

 ～ 

12：00 

13：00 

～ 

17：00 

18：30 

～ 

21：30 

9：00 

～ 

17：00 

13：00 

～ 

21：30 

9：00 

～ 

21：30 

冷暖房料

（1時間

につき） 

 

 丹
生
川
支
所 

2－1会議室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   丹
生
川
支
所 

2－1会議室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 2―2会議室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   2―2会議室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 2―3会議室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   2―3会議室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 2―4会議室 1,800 2,500 2,500 4,300 5,000 6,800 700 600   2―4会議室 1,850 2,570 2,570 4,420 5,140 6,990 720 610  

 2―5会議室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   2―5会議室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 3―1会議室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   3―1会議室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 3―2会議室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   3―2会議室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 3―5和室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   3―5和室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 3―6和室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   3―6和室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 清
見
支
所 

1―1会議室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   清
見
支
所 

1―1会議室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 1―2会議室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   1―2会議室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 2―8会議室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   2―8会議室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 大会議室 1,800 2,500 2,500 4,300 5,000 6,800 700 600   大会議室 1,850 2,570 2,570 4,420 5,140 6,990 720 610  

 上
宝
支
所 

1―2会議室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   上
宝
支
所 

1―2会議室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 2―1会議室 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400   2―1会議室 1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

 2―2会議室 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400   2―2会議室 1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

 和室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   和室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

  調理室 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400    調理室 1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

  大会議室 1,800 2,500 2,500 4,300 5,000 6,800 700 600    大会議室 1,850 2,570 2,570 4,420 5,140 6,990 720 610  

  多目的室 1,800 2,500 2,500 4,300 5,000 6,800 700 600    多目的室 1,850 2,570 2,570 4,420 5,140 6,990 720 610  

  食堂 1,800 2,500 2,500 4,300 5,000 6,800 700 600    食堂 1,850 2,570 2,570 4,420 5,140 6,990 720 610  
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（高山市児童センター管理条例の一部改正） 

第３条 高山市児童センター管理条例（昭和５７年高山市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

別表（第５条、第６条関係） 別表（第５条、第６条関係） 

 区分 使用料 冷暖房料   区分 使用料 冷暖房料  

 9:00～12:00 13：00～18：00 18:30～21:30 １時間につき   9:00～12:00 13：00～18：00 18:30～21:30 １時間につき  

 集会室 1,050円 1,570円 1,570円 円 

420 

  集会室 1,080円 1,620円 1,620円 円 

430 

 

 遊戯室 1,050円 1,570円 1,570円   遊戯室 1,080円 1,620円 1,620円  

 図書室 520円 780円 780円   図書室 540円 810円 810円  

備考 （略） 備考 （略） 

（高山市福祉センター管理条例の一部改正） 

第４条 高山市福祉センター管理条例（昭和５９年高山市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

別表（第８条、第１３条関係） 別表（第８条、第１３条関係） 

総合福祉センター 総合福祉センター 

 区分 室名 使用料 冷暖房料   区分 室名 使用料 冷暖房料  

 午前9：00～ 

午前12：00 

午後1：00～ 

午後5：00 

午後6：00～ 

午後9：00 

1時間につき   午前9：00～ 

午前12：00 

午後1：00～ 

午後5：00 

午後6：00～ 

午後9：00 

1時間につき  

 2階 研修室 1,050円 1,570円 1,570円 420円   2階 研修室 1,080円 1,620円 1,620円 430円  

  集会室 520円 780円 780円     集会室 540円 810円 810円   

 3階 集会室 1,050円 1,570円 1,570円    3階 集会室 1,080円 1,620円 1,620円   

  会議室 1,050円 1,570円 1,570円     会議室 1,080円 1,620円 1,620円   

  技能習得室 1,050円 1,570円 1,570円     技能習得室 1,080円 1,620円 1,620円   

  宿泊室 520円 780円 780円     宿泊室 540円 810円 810円   

  保育室 1,050円 1,570円 1,570円     保育室 1,080円 1,620円 1,620円   

 4階 教養娯楽室 1,050円 1,570円 1,570円    4階 教養娯楽室 1,080円 1,620円 1,620円   

  集会室 1,050円 1,570円 1,570円     集会室 1,080円 1,620円 1,620円   

  図書室 520円 780円 780円     図書室 540円 810円 810円   

山王福祉センター 山王福祉センター 

 区分 使用料 冷暖房料   区分 使用料 冷暖房料  

  午前9：00～ 

午前12：00 

午後1：00～ 

午後5：00 

午後6：00～ 

午後9：00 

1時間につき    午前9：00～ 

午前12：00 

午後1：00～ 

午後5：00 

午後6：00～ 

午後9：00 

1時間につき  
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 教養娯楽室 1,050円 1,570円 1,570円 420円   教養娯楽室 1,080円 1,620円 1,620円 430円  

 集会室 520円 780円 780円 420円   集会室 540円 810円 810円 430円  

 研修室 1,050円 1,570円 1,570円 420円   研修室 1,080円 1,620円 1,620円 430円  

 会議室 260円 390円 390円 210円   会議室 270円 400円 400円 210円  

 栄養指導室 1,050円 1,570円 1,570円 420円   栄養指導室 1,080円 1,620円 1,620円 430円  

 ボランティアルーム 260円 390円 390円 210円   ボランティアルーム 270円 400円 400円 210円  

  丹生川福祉センター   丹生川福祉センター 

 区分 使用料 冷暖房料   区分 使用料 冷暖房料  

 午前9：00～午前12：00 午後1：00～午後5：00 1時間につき   午前9：00～午前12：00 午後1：00～午後5：00 1時間につき  

 介護者教育室 1,050円 1,570円 420円   介護者教育室 1,080円 1,620円 430円  

 相談室 520円 780円 420円   相談室 540円 810円 430円  

丹生川老人いこいの家 丹生川老人いこいの家 

 区分 使用料 冷暖房料   区分 使用料 冷暖房料  

 午前9：00～ 

午前12：00 

午後1：00～ 

午後5：00 

午後6：00～ 

午後9：30 

1時間につき   午前9：00～ 

午前12：00 

午後1：00～ 

午後5：00 

午後6：00～ 

午後9：30 

1時間につき  

 集会室 1,050円 1,570円 1,570円 420円   集会室 1,080円 1,620円 1,620円 430円  

 休養室 1,050円 1,570円 1,570円 420円   休養室 1,080円 1,620円 1,620円 430円  

 教養娯楽室 520円 780円 780円 420円   教養娯楽室 540円 810円 810円 430円  

荘川福祉センター 荘川福祉センター 

 区分 使用料 冷暖房料   区分 使用料 冷暖房料  

 午前9：00～ 

午前12：00 

午後1：00～ 

午後5：00 

午後6：00～ 

午後9：30 

1時間につき   午前9：00～ 

午前12：00 

午後1：00～ 

午後5：00 

午後6：00～ 

午後9：30 

1時間につき  

 集会室 1,050円 1,570円 1,570円 420円   集会室 1,080円 1,620円 1,620円 430円  

 生活相談室 1,050円 1,570円 1,570円 420円   生活相談室 1,080円 1,620円 1,620円 430円  

 教養娯楽室 1,050円 1,570円 1,570円 420円   教養娯楽室 1,080円 1,620円 1,620円 430円  

 機能回復訓練室 1,050円 1,570円 1,570円 420円   機能回復訓練室 1,080円 1,620円 1,620円 430円  

 栄養指導室 1,050円 1,570円 1,570円 420円   栄養指導室 1,080円 1,620円 1,620円 430円  

一之宮老人福祉センター 一之宮老人福祉センター 

 区分 使用料（単位1時間当たり）   区分 使用料（単位1時間当たり）  

 午前9：00～ 

午前12：00 

午後1：00～ 

午後5：00 

午前9：00～ 

午後5：00 

午後6：00～ 

午後9：30 

冷暖房使用

料 

  午前9：00～ 

午前12：00 

午後1：00～ 

午後5：00 

午前9：00～ 

午後5：00 

午後6：00～ 

午後9：30 

冷暖房使用

料 

 

 教養娯楽室 420円 420円 420円 630円 210円   教養娯楽室 430円 430円 430円 640円 210円  

 集会室 420円 420円 420円 630円 210円   集会室 430円 430円 430円 640円 210円  
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 生活相談室 210円 210円 210円 420円 110円   生活相談室 210円 210円 210円 430円 110円  

 健康相談室 210円 210円 210円 420円 110円   健康相談室 210円 210円 210円 430円 110円  

久々野福祉センター 久々野福祉センター 

 区分 使用料 冷暖房料   区分 使用料 冷暖房料  

  午前9：00～ 

午前12：00 

午後1：00～ 

午後5：00 

午後6：00～ 

午後9：30 

1時間につき    午前9：00～ 

午前12：00 

午後1：00～ 

午後5：00 

午後6：00～ 

午後9：30 

1時間につき  

 多目的集会室 1,050円 1,570円 1,570円 420円   多目的集会室 1,080円 1,620円 1,620円 430円  

 研修室 520円 780円 780円 420円   研修室 540円 810円 810円 430円  

 介護者教室 520円 780円 780円 420円   介護者教室 540円 810円 810円 430円  

 図書室 1,050円 1,570円 1,570円 420円   図書室 1,080円 1,620円 1,620円 430円  

 ボランティアルーム 520円 780円 780円 420円   ボランティアルーム 540円 810円 810円 430円  

 作業室 1,050円 1,570円 1,570円 420円   作業室 1,080円 1,620円 1,620円 430円  

久々野老人いこいの家 久々野老人いこいの家 

 区分 使用料 冷暖房料   区分 使用料 冷暖房料  

 午前9：00～午前12：00 午後1：00～午後5：00 1時間につき   午前9：00～午前12：00 午後1：00～午後5：00 1時間につき  

 集会室 1,050円 1,570円 420円   集会室 1,080円 1,620円 430円  

 静養室1 520円 780円 420円   静養室1 540円 810円 430円  

 静養室2 520円 780円 420円   静養室2 540円 810円 430円  

 実習室1 520円 780円 420円   実習室1 540円 810円 430円  

 実習室2 520円 780円 420円   実習室2 540円 810円 430円  

朝日福祉センター 朝日福祉センター 

 区分 使用料 冷暖房料   区分 使用料 冷暖房料  

 午前9：00～ 

午前12：00 

午後1：00～ 

午後5：00 

午後6：00～ 

午後9：30 

1時間につき   午前9：00～ 

午前12：00 

午後1：00～ 

午後5：00 

午後6：00～ 

午後9：30 

1時間につき  

 研修室 1,050円 1,570円 1,570円 420円   研修室 1,080円 1,620円 1,620円 430円  

 会議室 1,050円 1,570円 1,570円 420円   会議室 1,080円 1,620円 1,620円 430円  

高根福祉センター 高根福祉センター 

 区分 使用料 冷暖房料   区分 使用料 冷暖房料  

 午前9：00～午前12：00 午後1：00～午後5：00 1時間につき   午前9：00～午前12：00 午後1：00～午後5：00 1時間につき  

 調理実習室 520円 780円 420円   調理実習室 540円 810円 430円  

 相談室 260円 390円 210円   相談室 270円 400円 210円  

 ふれあいホール 1,050円 1,570円 420円   ふれあいホール 1,080円 1,620円 430円  

国府福祉センター 国府福祉センター 
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 区分 使用料 冷暖房料   区分 使用料 冷暖房料  

 午前9：00～ 

午前12：00 

午後1：00～ 

午後5：00 

午後6：00～ 

午後9：30 

1時間につき   午前9：00～ 

午前12：00 

午後1：00～ 

午後5：00 

午後6：00～ 

午後9：30 

1時間につき  

 研修室1 520円 780円 780円 420円   研修室1 540円 810円 810円 430円  

 研修室2 520円 780円 780円 420円   研修室2 540円 810円 810円 430円  

 研修室3 520円 780円 780円 420円   研修室3 540円 810円 810円 430円  

 会議相談室1 520円 780円 780円 420円   会議相談室1 540円 810円 810円 430円  

 会議相談室2 520円 780円 780円 420円   会議相談室2 540円 810円 810円 430円  

 会議相談室3 520円 780円 780円 420円   会議相談室3 540円 810円 810円 430円  

 トレーニングルームの項 （略）   トレーニングルームの項 （略）  

国府老人いこいの家 国府老人いこいの家 

 区分 使用料 冷暖房料   区分 使用料 冷暖房料  

 午前9：00～午前12：00 午後1：00～午後5：00 1時間につき   午前9：00～午前12：00 午後1：00～午後5：00 1時間につき  

 健康交流室 1,050円 1,570円 420円   健康交流室 1,080円 1,620円 430円  

 研修室1 1,050円 1,570円 420円   研修室1 1,080円 1,620円 430円  

 研修室2 1,050円 1,570円 420円   研修室2 1,080円 1,620円 430円  

備考 （略） 備考 （略） 

（高山市ふれあい会館管理条例の一部改正） 

第５条 高山市ふれあい会館管理条例（平成７年高山市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

別表（第８条、第１３条関係） 別表（第８条、第１３条関係） 

 区分 

 

使用料 暖房料   区分 使用料 暖房料  

 午前9:00～ 

午前12:00 

午後1:00～ 

午後5:00 

午後6:30～ 

午後9:30 

1時間につき   午前9:00～ 

午前12:00 

午後1:00～ 

午後5:00 

午後6:30～ 

午後9:30 

1時間につき  

 児童館 遊戯室 520円 780円 780円 420円   児童館 遊戯室 540円 810円 810円 430円  

  集会室 520円 780円 780円 420円    集会室 540円 810円 810円 430円  

  図書室 520円 780円 780円 420円    図書室 540円 810円 810円 430円  

 老人いこい 談話室 520円 780円 780円 420円   老人いこい 談話室 540円 810円 810円 430円  

 の家 学習室 520円 780円 780円 420円   の家 学習室 540円 810円 810円 430円  

  レクリエーションルーム 520円 780円 780円 420円    レクリエーションルーム 540円 810円 810円 430円  

  会議室 260円 390円 390円 210円    会議室 270円 400円 400円 210円  

備考 （略） 備考 （略） 

（高山市休日診療所の設置及び管理に関する条例の一部改正） 
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第６条 高山市休日診療所の設置及び管理に関する条例（平成１６年高山市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（利用料等） （利用料等） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 利用料の額は、健康保険法（大正１１年法律第７０号）第７６条第２項の規定に基づき厚生労働大臣が定

める基準及び高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第７１条第１項の規定に基づき

厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。ただし、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）別表

第１第６号に掲げるものに係る利用料以外の利用料については、その額に１００分の１０５を乗じて得た額

（その額に１０円未満の端数がある場合は、その端数金額が５円以上のときは切り上げ、５円未満のときは

切り捨てる。）を利用料とする。 

２ 利用料の額は、健康保険法（大正１１年法律第７０号）第７６条第２項の規定に基づき厚生労働大臣が定

める基準及び高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第７１条第１項の規定に基づき

厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。ただし、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）別表

第１第６号に掲げるものに係る利用料以外の利用料については、その額に１００分の１０８を乗じて得た額

（その額に１０円未満の端数がある場合は、その端数金額が５円以上のときは切り上げ、５円未満のときは

切り捨てる。）を利用料とする。 

３ 手数料の額は、１件につき５,２５０円以内において市長が定める額とする。 ３ 手数料の額は、１件につき５,４００円以内において市長が定める額とする。 

（高山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正） 

第７条 高山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和４６年高山市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（一般廃棄物処理手数料） （一般廃棄物処理手数料） 

第７条 市が行う一般廃棄物（し尿及び浄化槽汚でいを除く。）の処理に関し、別表第１に定める額に１００

分の１０５を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。）の一般

廃棄物処理手数料を徴収する。ただし、家庭系一般廃棄物のうち資源ごみ及び市が定める分別に係る資源等

の処理に関しては、一般廃棄物処理手数料を徴収しない。 

第７条 市が行う一般廃棄物（し尿及び浄化槽汚でいを除く。）の処理に関し、別表第１に定める額に１００

分の１０８を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。）の一般

廃棄物処理手数料を徴収する。ただし、家庭系一般廃棄物のうち資源ごみ及び市が定める分別に係る資源等

の処理に関しては、一般廃棄物処理手数料を徴収しない。 

２ （略） ２ （略） 

  

（産業廃棄物の処分に要する費用） （産業廃棄物の処分に要する費用） 

第１９条 市が行う産業廃棄物の処分に関し、法第１３条第２項の規定に基づき、別表第２に定める額に１０

０分の１０５を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。）の産

業廃棄物の処分に要する費用を徴収する。 

第１９条 市が行う産業廃棄物の処分に関し、法第１３条第２項の規定に基づき、別表第２に定める額に１０

０分の１０８を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。）の産

業廃棄物の処分に要する費用を徴収する。 

２ （略） ２ （略） 

（高山市営火葬場の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第８条 高山市営火葬場の設置及び管理に関する条例（平成１６年高山市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（汚物焼却炉使用料） （汚物焼却炉使用料） 

第６条 前条の規定により許可を受けて汚物焼却炉を使用するときは、次の使用料を徴収する。 第６条 前条の規定により許可を受けて汚物焼却炉を使用するときは、次の使用料を徴収する。 

 区分 単位 市内に住所を有する者 市内に住所を有しない者   区分 単位 市内に住所を有する者 市内に住所を有しない者  

 産汚物 1件 700円 1,400円   産汚物 1件 720円 1,440円  
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 手術等切除による身体の一部 1件（20kg以下） 1,200円 2,400円   手術等切除による身体の一部 1件（20kg以下） 1,230円 2,460円  

 犬・ねこその他の動物 1頭 1,200円 2,400円   犬・ねこその他の動物 1頭 1,230円 2,460円  

  

（死体の保管） （死体の保管） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 前項の規定により火葬場において死体を保管したときは、死体保管料を次のとおり徴収する。 ２ 前項の規定により火葬場において死体を保管したときは、死体保管料を次のとおり徴収する。 

 名称 保管料の額   名称 保管料の額  

 高山市営火葬場 1夜につき 520円   高山市営火葬場 1夜につき 540円  

 高山市営久々野火葬場 1 体 1 回につき 5,000 円。ただし、24 時間を超える場合は 1 時間につき

500円を追加する。 

  高山市営久々野火葬場 1 体 1 回につき 5,140 円。ただし、24 時間を超える場合は 1 時間につき

510円を追加する。 

 

  

（高山市国民健康保険診療所の使用料及び手数料の徴収に関する条例の一部改正） 

第９条 高山市国民健康保険診療所の使用料及び手数料の徴収に関する条例（平成１６年高山市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

 区分 単位 金額 備考   区分 単位 金額 備考  

 診療料の項・居宅サービス料の項 （略）   診療料の項・居宅サービス料の項 （略）   

 死体処置料 1体につき 4,000 円に消耗品代等実費を加算した額に 100 分の 105 を乗

じて得た額 

   死体処置料 1体につき 4,000 円に消耗品代等実費を加算した額に 100 分の 108 を乗

じて得た額 

  

 健康診断料 1回につき 算定方法により算定した初診時基本診療料に 2 分の 1 を乗じ

て得た額と検査料及びレントゲン診断料等を合算した額に

100 分の 105 を乗じて得た額。ただし、市長が業務委託契約

を締結した場合は、当該業務委託契約により算定した額 

   健康診断料 1回につき 算定方法により算定した初診時基本診療料に 2 分の 1 を乗じ

て得た額と検査料及びレントゲン診断料等を合算した額に

100 分の 108 を乗じて得た額。ただし、市長が業務委託契約

を締結した場合は、当該業務委託契約により算定した額 

  

 予防接種料 1回につき 算定方法により算定した初診時基本診療料に、薬剤料、注射料

及び検査料を合算した額（消費税法別表第 1第 6号及び第 8 

   予防接種料 1回につき 算定方法により算定した初診時基本診療料に、薬剤料、注射料

及び検査料を合算した額（消費税法別表第 1第 6号及び第 8 

  

   号に規定する療養、医療等以外のものに係る予防接種について

は、その額に 100分の 105を乗じて得た額）。ただし、市長が

業務委託契約を締結した場合は、当該業務委託契約により算定

した額 

     号に規定する療養、医療等以外のものに係る予防接種について

は、その額に 100分の 108を乗じて得た額）。ただし、市長が

業務委託契約を締結した場合は、当該業務委託契約により算定

した額 

  

  

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

 区分 単位 金額 備考   区分 単位 金額 備考  

 健康診断書 1通につき 1,575円     健康診断書 1通につき 1,620円    
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 診断書（結核・皮膚疾患の有無） 1通につき 1,575円     診断書（結核・皮膚疾患の有無） 1通につき 1,620円    

 診断書（アルコール・麻薬患者でない。） 1通につき 1,575円     診断書（アルコール・麻薬患者でない。） 1通につき 1,620円    

 診断書（病名・向こう何日間加療が必要） 1通につき 1,575円     診断書（病名・向こう何日間加療が必要） 1通につき 1,620円    

 大学受験（入学）用診断書 1通につき 1,575円     大学受験（入学）用診断書 1通につき 1,620円    

 特定疾患申請用及び身体障害者福祉診断書 1通につき 1,575円     特定疾患申請用及び身体障害者福祉診断書 1通につき 1,620円    

 交通事故初診時診断書 1通につき 1,575円     交通事故初診時診断書 1通につき 1,620円    

 特定疾患診断書（申請・更新） 1通につき 1,575円     特定疾患診断書（申請・更新） 1通につき 1,620円    

 塵肺認定診断書 1通につき 1,575円     塵肺認定診断書 1通につき 1,620円    

 老人保健施設入所・通所診断書 1通につき 1,575円     老人保健施設入所・通所診断書 1通につき 1,620円    

 在宅福祉サービス診断書 1通につき 1,575円     在宅福祉サービス診断書 1通につき 1,620円    

 裁判用診断書 1通につき 1,575円     裁判用診断書 1通につき 1,620円    

 自動車賠償任意保険診断書及び証明書 1通につき 5,250円     自動車賠償任意保険診断書及び証明書 1通につき 5,400円    

 国民年金・福祉年金診断書 1通につき 5,250円     国民年金・福祉年金診断書 1通につき 5,400円    

 厚生年金診断書 1通につき 5,250円     厚生年金診断書 1通につき 5,400円    

 児童扶養手当障害認定診断書 1通につき 5,250円     児童扶養手当障害認定診断書 1通につき 5,400円    

 福祉手当認定診断書 1通につき 5,250円     福祉手当認定診断書 1通につき 5,400円    

 身体障害者手帳交付診断書 1通につき 5,250円     身体障害者手帳交付診断書 1通につき 5,400円    

 分娩・出産・出生・死産証明書 1通につき 1,050円     分娩・出産・出生・死産証明書 1通につき 1,080円    

 医療費助成（支給）申請書・証明書 1通につき 1,050円     医療費助成（支給）申請書・証明書 1通につき 1,080円    

 補装具装着証明書 1通につき 1,050円     補装具装着証明書 1通につき 1,080円    

 通院医療費公費負担申請書 1通につき 1,050円     通院医療費公費負担申請書 1通につき 1,080円    

 高齢者いきいき入浴サービス意見書 1通につき 1,050円     高齢者いきいき入浴サービス意見書 1通につき 1,080円    

 デイサービス・通所サービスに関する意見書 1通につき 1,050円     デイサービス・通所サービスに関する意見書 1通につき 1,080円    

 おむつ使用証明書 1通につき 1,050円     おむつ使用証明書 1通につき 1,080円    

 その他の証明書 1通につき 1,050円     その他の証明書 1通につき 1,080円    

 死亡診断書（保険関係を含む） 1通につき 5,250円     死亡診断書（保険関係を含む） 1通につき 5,400円    

 死体検案書 1通につき 10,500円     死体検案書 1通につき 10,800円    

 保障関係のある情報提供料及び文書料 1件につき 5,250円     保障関係のある情報提供料及び文書料 1件につき 5,400円    

 主治医意見書 在宅 1通につき 5,250円 新規分   主治医意見書 在宅 1通につき 5,400円 新規分  

   1通につき 4,200円 継続分     1通につき 4,320円 継続分  

  施設入所 1通につき 4,200円 新規分    施設入所 1通につき 4,320円 新規分  

   1通につき 3,150円 継続分     1通につき 3,240円 継続分  

  



23 

 

（高山市清見自然体験施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１０条 高山市清見自然体験施設の設置及び管理に関する条例(平成１６年高山市条例第３３号)の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

別表（第３条の５、第３条の６、第７条関係） 別表（第３条の５、第３条の６、第７条関係） 

おっぱら自然体験センター使用料等 おっぱら自然体験センター使用料等 

使用料金は基本料金に施設別使用料金を加算して積算する。 使用料金は基本料金に施設別使用料金を加算して積算する。 

 基本料金   基本料金  

 基本料金＝（使用時間×固定料金）＋（使用人数×使用料金）＋（ゴミ処理料×ゴミ袋枚数）   基本料金＝（使用時間×固定料金）＋（使用人数×使用料金）＋（ゴミ処理料×ゴミ袋枚数）  

 宿泊使用 基本使用時間の項 （略）   宿泊使用 基本使用時間の項 （略）  

  固定料金 1,300 円／時間    固定料金 1,330 円／時間  

  使用料金の項（略）    使用料金の項 （略）  

 日帰り使用 基本使用時間の項 （略）   日帰り使用 基本使用時間の項 （略）  

  固定料金 1,500 円／時間    固定料金 1,540 円／時間  

  使用料金の項（略）    使用料金の項（略）  

 ゴミ処理料 500 円／袋   ゴミ処理料 510 円／袋  

 休館日の部 （略）   休館日の部 （略）  

 備考 （略）   備考 （略）  

  

 施設別使用料   施設別使用料  

 本館施設 研修施設・

和室 

使用時間の項 （略）   本館施設 研修施設・

和室 

使用時間の項 （略）  

  研修室 400 円／時間・団体    研修室 410 円／時間・団体  

   大部屋（21畳）の項～小部屋（10.5畳）の項 （略）     大部屋（21畳）の項～小部屋（10.5畳）の項 （略）  

  厨房・配膳室の款 （略）    厨房・配膳室の款 （略）  

  浴室 使用時間の項 （略）    浴室 使用時間の項 （略）  

   浴室使用料の項 （略）     浴室使用料の項 （略）  

   浴槽使用料 6,000 円／槽     浴槽使用料 6,170 円／槽  

   シャワーのみ使用料の項 （略）     シャワーのみ使用料の項 （略）  

  附属設備 冷暖房設備 310 円／時間    附属設備 冷暖房設備 320 円／時間  

   寝具貸出 1,000 円／泊・人（10人分以上の場合

のみ貸し出す。） 

    寝具貸出 1,020 円／泊・人（10人分以上の場合

のみ貸し出す。） 

 

 附属施設 体育館 使用時間の項 （略）   附属施設 体育館 使用時間の項 （略）  

   使用料の項 （略）     使用料の項 （略）  

   体育館照明料 525 円／時間     体育館照明料 540 円／時間  
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   ステージ使用料の項 （略）     ステージ使用料の項 （略）  

   暖房器具（燃料含む。） 310 円／台・時間     暖房器具（燃料含む。） 320 円／台・時間  

  グラウンド 使用時間の項 （略）    グラウンド 使用時間の項 （略）  

   グラウンド使用料の項 （略）     グラウンド使用料の項 （略）  

   グラウンド照明料 1,050 円／時間     グラウンド照明料 1,080 円／時間  

 備考 （略）   備考 （略）  

体育器具貸出料金表の表 （略） 体育器具貸出料金表の表 （略） 

  

すのまたふるさと学校体験学習施設使用料等 すのまたふるさと学校体験学習施設使用料等 

 基本料金 宿泊使用 使用時間の項 （略）   基本料金 宿泊使用 使用時間の項 （略）  

   大人（高校生以上） 2,000 円／人     大人（高校生以上） 2,050 円／人  

   子供（中学生以下） 1,800 円／人     子供（中学生以下） 1,850 円／人  

  日帰り使用 使用時間の項 （略）    日帰り使用 使用時間の項 （略）  

   1人当たり 500 円／人     1人当たり 510 円／人  

 設備使用 附属設備 浴室 5,000 円／槽・日   設備使用 附属設備 浴室 5,140 円／槽・日  

   厨房・食堂の項 （略）     厨房・食堂の項 （略）  

 追加料金 寝具貸出 1名当たり 400 円／人   追加料金 寝具貸出 1名当たり 410 円／人  

  冬季暖房費用 1室当たり 1,000 円／室    冬季暖房費用 1室当たり 1,020 円／室  

 休館日の部 （略）   休館日の部 （略）  

 備考 （略）   備考 （略）  

巣野俣野外研修施設使用料等 巣野俣野外研修施設使用料等 

 オートキャンプ場 使用期間の項 （略）   オートキャンプ場 使用期間の項 （略）  

  使用時間の項 （略）    使用時間の項 （略）  

  オートサイト 4,700 円／区画（5名まで）    オートサイト 4,830 円／区画（5名まで）  

  フリーサイト 3,700 円／区画（5名まで）    フリーサイト 3,800 円／区画（5名まで）  

  6名以上の場合 500 円／人（5 名を超える場合は、

超える人数1名につき500円追

加） 

   6名以上の場合 510 円／人（5 名を超える場合は、

超える人数1名につき510円追

加） 

 

 備考 （略）   備考 （略）  

清見里人学校使用料等 清見里人学校使用料等 

 基本料金 宿泊使用 使用時間の項 （略）   基本料金 宿泊使用 使用時間の項 （略）  

   大人（高校生以上） 2,500 円／人     大人（高校生以上） 2,570 円／人  

   小人（中学生以下） 2,200 円／人     小人（中学生以下） 2,260 円／人  



25 

 

   幼児（4～6才） 1,800 円／人     幼児（4～6才） 1,850 円／人  

  日帰り使用 使用時間の項 （略）    日帰り使用 使用時間の項 （略）  

   1人当たり 500 円／人     1人当たり 510 円／人  

 設備使用料金 食体験館 使用時間の項 （略）   設備使用料金 食体験館 使用時間の項 （略）  

   1団体 500 円／4時間     1団体 510 円／4時間  

  附属設備 浴室 1,000 円／槽・日    附属設備 浴室 1,020 円／槽・日  

   厨房・食堂の項 （略）     厨房・食堂の項 （略）  

 追加料金 冬季暖房費 1室当たり 1,000 円／室   追加料金 冬季暖房費 1室当たり 1,020 円／室  

  冬季宿泊経費の款 （略）    冬季宿泊経費の款 （略）  

  寝具貸出 1名当たり 700 円／人    寝具貸出 1名当たり 720 円／人  

 休館日の部 （略）   休館日の部 （略）  

 備考 （略）   備考 （略）  

  

（高山市彦谷の里滞在型農園施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１１条 高山市彦谷の里滞在型農園施設の設置及び管理に関する条例（平成１６年高山市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 

 地区名 棟数 使用料（年額）   地区名 棟数 使用料（年額）  

 ブナ地区及びクリ地区 9棟 1棟当たり 420,000円   ブナ地区及びクリ地区 9棟 1棟当たり 432,000円  

 ナラ地区 11棟 1棟当たり 455,000円   ナラ地区 11棟 1棟当たり 468,000円  

  

（高山市荒城農業体験交流館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１２条 高山市荒城農業体験交流館の設置及び管理に関する条例（平成１６年高山市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

別表（第８条関係） 別表（第８条関係） 

 種別 1時間当たりの使用料   種別 1時間当たりの使用料  

 午前 午後 夜間 冷房 暖房   午前 午後 夜間 冷房 暖房  

 体験学習室 円 

320 

円 

420 

円 

530 

円 

― 

円 

320 

  体験学習室 円 

320 

円 

430 

円 

540 

円 

― 

円 

320 

 

 調理実習室 210 320 420 ― 210   調理実習室 210 320 430 ― 210  

 大会議室の項・小会議室の項 （略）   大会議室の項・小会議室の項 （略）  

 屋外広場 530 530 840 ― ―   屋外広場 540 540 860 ― ―  

 附属施設 炭窯 1回 10,000円（指導料及び材料費は別途実費）   附属施設 炭窯 1回 10,280円（指導料及び材料費は別途実費）  
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  石窯 1回 3,000円（指導料及び材料費は別途実費）    石窯 1回 3,080円（指導料及び材料費は別途実費）  

備考 （略） 備考 （略） 

（高山市朝日高齢者・若者センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１３条 高山市朝日高齢者・若者センターの設置及び管理に関する条例（平成１６年高山市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

 （使用料）  （使用料） 

第７条 使用者は、次に定める使用料を納付しなければならない。 第７条 使用者は、次に定める使用料を納付しなければならない。 

 施設の名称 使用料金（円）   施設の名称 使用料金（円）  

 半日 夜間 全日 月額   半日 夜間 全日 月額  

 特産品加工室       10,000   特産品加工室       10,280  

 研修室 1,050 1,580 3,150     研修室 1,080 1,620 3,240    

 談話室及び特産品販売室       30,000   談話室及び特産品販売室       30,850  

  

（高山市市民ふれあいファミリー農園の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１４条 高山市市民ふれあいファミリー農園の設置及び管理に関する条例（平成７年高山市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（使用料） （使用料） 

第７条 第４条の規定により許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、１区画につき年額６,１１０円の

使用料を納入しなければならない。 

第７条 第４条の規定により許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、１区画につき年額６,２９０円の

使用料を納入しなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（高山市家畜人工授精条例の一部改正） 

第１５条 高山市家畜人工授精条例（昭和３６年高山市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（手数料） （手数料） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 前項の手数料の額は、家畜１頭につき次の各号に掲げる額とする。 ２ 前項の手数料の額は、家畜１頭につき次の各号に掲げる額とする。 

⑴ 乳用牛 １回につき１,５７０円 ⑴ 乳用牛 １回につき１,６２０円 

⑵ 肉用牛 １回につき１,５７０円 ⑵ 肉用牛 １回につき１,６２０円 

⑶ 豚 １回につき１,５７０円 ⑶ 豚 １回につき１,６２０円 

⑷ 受精卵移植 １回につき５,０００円 ⑷ 受精卵移植 １回につき５,１４０円 

⑸ 採卵 １回につき２０,０００円 ⑸ 採卵 １回につき２０,５７０円 

３～５ （略） ３～５ （略） 

（高山市乗鞍山麓五色ヶ原の森の設置及び管理に関する条例の一部改正） 
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第１６条 高山市乗鞍山麓五色ヶ原の森の設置及び管理に関する条例（平成１６年高山市条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（使用料等） （使用料等） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 使用料等は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額の範囲内において、それぞれ指定管理者が

市長の承認を得て定めるものとする。 

２ 使用料等は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額の範囲内において、それぞれ指定管理者が

市長の承認を得て定めるものとする。 

⑴ 使用料 １人１回につき１,５００円 ⑴ 使用料 １人１回につき１,５４０円 

⑵ （略） ⑵ （略） 

３～５ （略） ３～５ （略） 

（高山市公設地方卸売市場業務条例の一部改正） 

第１７条 高山市公設地方卸売市場業務条例（昭和４９年高山市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（卸売物品の買受人の明示及び引取） （卸売物品の買受人の明示及び引取） 

第３３条 （略） 第３３条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 卸売業者は、前項後段の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格（せり売、入札又は

相対取引に係る価格にその５％に相当する金額を上乗せした価格をいう。以下同じ。）が前項の買受人に対

する卸売価格より低いときは、その差額をその買受人に請求することができる。 

４ 卸売業者は、前項後段の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格（せり売、入札又は

相対取引に係る価格にその８％に相当する金額を上乗せした価格をいう。以下同じ。）が前項の買受人に対

する卸売価格より低いときは、その差額をその買受人に請求することができる。 

  

（卸売予定数量等の報告） （卸売予定数量等の報告） 

第３６条 （略） 第３６条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎月１０日までに前月中に卸売をした物品の市況並びに卸売を

した物品の数量及び卸売金額（せり売、入札又は相対取引に係る価格にその５％に相当する金額を上乗せし

た金額をいう。以下同じ。）を市長及び指定管理者に報告しなければならない。 

３ 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎月１０日までに前月中に卸売をした物品の市況並びに卸売を

した物品の数量及び卸売金額（せり売、入札又は相対取引に係る価格にその８％に相当する金額を上乗せし

た金額をいう。以下同じ。）を市長及び指定管理者に報告しなければならない。 

  

（仕切り及び送金） （仕切り及び送金） 

第３９条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日の翌日までに、当

該卸売をした物品の品目、等級、単価（せり売、入札又は相対取引に係る価格をいう。以下本条において同

じ。）、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の５％に相当する金額（当該委託者の責めに帰すべき

理由により第４４条の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価

、数量、単価と数量の積の合計額並びに当該合計額の５％に相当する金額）、控除すべき次条で規定する委

託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額（消費税額及び地方消費税額

第３９条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日の翌日までに、当

該卸売をした物品の品目、等級、単価（せり売、入札又は相対取引に係る価格をいう。以下本条において同

じ。）、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の８％に相当する金額（当該委託者の責めに帰すべき

理由により第４４条の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価

、数量、単価と数量の積の合計額並びに当該合計額の８％に相当する金額）、控除すべき次条で規定する委

託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額（消費税額及び地方消費税額
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を含む。）並びに差引仕切金額（以下「売買仕切金」という。）を明記した売買仕切書及び売買仕切金を送

付しなければならない。ただし、売買仕切書又は売買仕切金の送付について特約がある場合は、この限りで

ない。 

を含む。）並びに差引仕切金額（以下「売買仕切金」という。）を明記した売買仕切書及び売買仕切金を送

付しなければならない。ただし、売買仕切書又は売買仕切金の送付について特約がある場合は、この限りで

ない。 

  

（買受代金の即時支払義務） （買受代金の即時支払義務） 

第４３条 買受人は、卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けると同時に買い受けた物品の代金（買い受

けた額にその５％に相当する額を加えた額とする。）を支払わなければならない。ただし、卸売業者があら

かじめ市長の承認を受けて買受人と支払猶予の特約をしたときは、この限りでない。 

第４３条 買受人は、卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けると同時に買い受けた物品の代金（買い受

けた額にその８％に相当する額を加えた額とする。）を支払わなければならない。ただし、卸売業者があら

かじめ市長の承認を受けて買受人と支払猶予の特約をしたときは、この限りでない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（使用料等） （使用料等） 

第５２条 市場使用料及び附帯施設使用料は、別表第３及び別表第４に定める金額の範囲内で規則で定める額

により算定した額に１００分の１０５を乗じて得た額（土地（空地）使用料については、１００分の１０５

を乗じる前の額）とする。ただし、その額に１円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるもの

とする。 

第５２条 市場使用料及び附帯施設使用料は、別表第３及び別表第４に定める金額の範囲内で規則で定める額

により算定した額に１００分の１０８を乗じて得た額（土地（空地）使用料（使用許可期間が１月未満のも

のを除く。）については、１００分の１０８を乗じる前の額）とする。ただし、その額に１円未満の端数が

あるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。 

２～５ （略）  ２～５ （略）  

（高山市観光施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１８条 高山市観光施設の設置及び管理に関する条例（平成１６年高山市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

 施設 区分 料金   施設 区分 料金  

 飛 驒 飛驒の里入館料 小人（小学生及び中学生） 大人   飛 驒 飛驒の里入館料 小人（小学生及び中学生） 大人  

 民 俗 一般 1人 1回当たり 200円 1人 1回当たり 700円   民 俗 一般 1人 1回当たり 200円 1人 1回当たり 720円  

 村 20人以上の団体 1人 1回当たり 150円 1人 1回当たり 600円   村 20人以上の団体 1人 1回当たり 150円 1人 1回当たり 610円  

  200人以上の団体又は一企画 1人 1回当たり 100円 1人 1回当たり 500円    200人以上の団体又は一企画 1人 1回当たり 100円 1人 1回当たり 510円  

  200人以上の団体      200人以上の団体    

  2,000 人以上の団体又は一企画

2,000人以上の団体 

1人 1回当たり 100円 1人 1回当たり 400円    2,000 人以上の団体又は一企画

2,000人以上の団体 

1人 1回当たり 100円 1人 1回当たり 410円  

  ライトアップ等市長が必要と認めるイベントの款 （略）    ライトアップ等市長が必要と認めるイベントの款 （略）  

  備考 （略）    備考 （略）  

  大型自動車の款・マイクロバス、普通自動車及び軽自動車の款 （略）    大型自動車の款・マイクロバス、普通自動車及び軽自動車の款 （略）  

  月ぎめの駐車場 1月当たり 5,150円    月ぎめの駐車場 1月当たり 5,290円  

 乗 鞍 テント（敷板付） 1回当たり 2,400円以内で規則で定める額   乗 鞍 テント（敷板付） 1回当たり 2,460円以内で規則で定める額  
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 高 原 バンガロー 1回当たり 3,000円以内で規則で定める額   高 原 バンガロー 1回当たり 3,080円以内で規則で定める額  

 飛 驒 毛布、敷板、飯ごう、ランタン（ローソク付）等の款 （略）   飛 驒 毛布、敷板、飯ごう、ランタン（ローソク付）等の款 （略）  

 高 山 持込料 テント 1張り 1日当たり 1,200円以内で規則で定める額   高 山 持込料 テント 1張り 1日当たり 1,230円以内で規則で定める額  

 キ ャ

ン プ

場 

オートキャンプのための車両 1台 1日当たり 500円   キ ャ

ン プ

場 

オートキャンプのための車両 1台 1日当たり 510円  

 岩 舟

河 川

公 園 

持込料 1回当たり 2,000円   岩 舟

河 川

公 園 

持込料 1回当たり 2,050円  

 入場料の款 （略）   入場料の款 （略）  

 コテージ 1棟 1回当たり 2,500円   コテージ 1棟 1回当たり 2,570円  

 朴 の

木 平

駐 車

場 

普通車（全長 5m未満） 1回当たり 500円   朴 の

木 平

駐 車

場 

普通車（全長 5m未満） 1回当たり 510円  

 普通車（全長 5m 以上 9m 未満

）及びマイクロバス 

1回当たり 1,000円   普通車（全長 5m 以上 9m 未満

）及びマイクロバス 

1回当たり 1,020円  

 大型車（全長 9m以上） 1回当たり 2,000円   大型車（全長 9m以上） 1回当たり 2,050円  

  原動機付自転車及び自動二輪車の款 （略）    原動機付自転車及び自動二輪車の款 （略）  

 ジ ョ 宿泊料 大人 1人 1泊 2食当たり 16,000円 入湯税 150円を含む。   ジ ョ 宿泊料 大人 1人 1泊 2食当たり 16,450円 入湯税 150円を含む。  

 イ フ  小人（小学生以下） 1人 1泊 2食当たり 12,800円    イ フ  小人（小学生以下） 1人 1泊 2食当たり 13,160円   

 ル 朴 入浴料 1人当たり 600円    ル 朴 入浴料 1人当たり 610円   

 の 木 休憩料 1室 1時間当たり 1,000円   の 木 休憩料 1室 1時間当たり 1,020円  

  会議室 銚子の滝の間 1時間当たり 3,000円    会議室 銚子の滝の間 1時間当たり 3,080円  

  百間の滝の間 1時間当たり 3,000円    百間の滝の間 1時間当たり 3,080円  

  御輿の滝の間 1時間当たり 10,000円    御輿の滝の間 1時間当たり 10,280円  

 殿 下 宿泊室 1室 1日当たり 4,200円   殿 下 宿泊室 1室 1日当たり 4,320円  

 平 総 農村等体験実習室 1室 1日当たり 8,400円   平 総 農村等体験実習室 1室 1日当たり 8,640円  

 合 交 相談室 1室 1日当たり 2,100円   合 交 相談室 1室 1日当たり 2,160円  

 流 タ 談話室 1室 1日当たり 1,700円   流 タ 談話室 1室 1日当たり 1,740円  

 ー ミ 宿泊休憩 1人 1日当たり 3,600円   ー ミ 宿泊休憩 1人 1日当たり 3,700円  

 ナ ル ふれあい広場キャンプ 1人 1泊当たり 1,100円   ナ ル ふれあい広場キャンプ 1人 1泊当たり 1,130円  

 パ ス

カ ル

清 見 

宿泊料 1人 1泊 2食当たり 16,000円   パ ス

カ ル

清 見 

宿泊料 1人 1泊 2食当たり 16,450円  

 会議室 1室 1回当たり 2,000円   会議室 1室 1回当たり 2,050円  

 オートキャンプ場 1回当たり 16,000円   オートキャンプ場 1回当たり 16,450円  

 森 林 コテージ 1棟当たり年間 300,000円   森 林 コテージ 1棟当たり年間 308,570円  

 公 園     公 園    

 大 倉     大 倉    
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 滝     滝    

 そばの里荘川の部 （略）   そばの里荘川の部 （略）  

 荘 川

の 里 

大人 個人 1人 1回当たり 400円   荘 川

の 里 

大人 個人 1人 1回当たり 410円  

 団体（25名以上）の項 （略）   団体（25名以上）の項 （略）  

 小人（小学生及び中学生）の款 （略）   小人（小学生及び中学生）の款 （略）  

 備考 （略）   備考 （略）  

 桜 香

の 湯 

大人 1人 1回当たり 700円 入湯税 150円を含む。   桜 香

の 湯 

大人 1人 1回当たり 710円 入湯税 150円を含む。  

 小人（3歳以上 12歳未満）の款 （略）   小人（3歳以上 12歳未満）の款 （略）  

 温泉スタンドの款 （略）   温泉スタンドの款 （略）  

 み ぼ サイト A 宿泊 1回当たり 5,000円   み ぼ サイト A 宿泊 1回当たり 5,140円  

 ろ 湖  日帰り 1回当たり 2,500円   ろ 湖  日帰り 1回当たり 2,570円  

 オ ー サイト B 宿泊 1回当たり 4,000円   オ ー サイト B 宿泊 1回当たり 4,110円  

 ト キ  日帰り 1回当たり 2,000円   ト キ  日帰り 1回当たり 2,050円  

 ャ ン 大人 1人 1回当たり 500円   ャ ン 大人 1人 1回当たり 510円  

 プ サ 小人の款 （略）   プ サ 小人の款 （略）  

 イ ト 備考 （略）   イ ト 備考 （略）  

 胡 桃 入場料（1泊 2日） 大人 1人（中学生以上） 1,000円   胡 桃 入場料（1泊 2日） 大人 1人（中学生以上） 1,020円  

 島 キ  小人 1人（3歳～小学生） 1,000円   島 キ  小人 1人（3歳～小学生） 1,020円  

 ャ ン コテージ 1棟 20,000円   ャ ン コテージ 1棟 20,570円  

 プ 場 テントサイト 1区画（自動車用） 3,000円   プ 場 テントサイト 1区画（自動車用） 3,080円  

   1区画（オートバイ） 1,500円     1区画（オートバイ） 1,540円  

 野 麦

峠 の

館 

大人 個人 1人当たり 500円   野 麦

峠 の

館 

大人 個人 1人当たり 510円  

 団体（15名以上） 1人当たり 350円   団体（15名以上） 1人当たり 360円  

 中学生の款・小学生の款 （略）   中学生の款・小学生の款 （略）  

 備考 （略）   備考 （略）  

 野 麦 素泊まり 大人 1人当たり 4,000円   野 麦 素泊まり 大人 1人当たり 4,110円  

 峠 お  小人（小学生） 1人当たり 1,000円   峠 お  小人（小学生） 1人当たり 1,020円  

 助 け 1泊 2食 大人 1人当たり 7,000円   助 け 1泊 2食 大人 1人当たり 7,200円  

 小 屋  小人（小学生） 1人当たり 3,500円   小 屋  小人（小学生） 1人当たり 3,600円  

  1泊朝食 大人 1人当たり 5,000円    1泊朝食 大人 1人当たり 5,140円  

   小人（小学生） 1人当たり 2,000円     小人（小学生） 1人当たり 2,050円  

  1泊夕食 大人 1人当たり 6,000円    1泊夕食 大人 1人当たり 6,170円  

   小人（小学生） 1人当たり 3,000円     小人（小学生） 1人当たり 3,080円  
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 野 麦 入場料 大人（高校生以上） 1人 1泊当たり 630円   野 麦 入場料 大人（高校生以上） 1人 1泊当たり 640円  

 オ ー   1人デイキャンプ 1回当たり 420円   オ ー   1人デイキャンプ 1回当たり 430円  

 ト ビ  小人（小・中学生） 1人 1泊当たり 315円   ト ビ  小人（小・中学生） 1人 1泊当たり 320円  

 レ ッ   1人デイキャンプ 1回当たり 210円   レ ッ   1人デイキャンプ 1回当たり 210円  

 ジ テントサイト AC電源無し 宿泊キャンプ 1泊目 4,200円   ジ テントサイト AC電源無し 宿泊キャンプ 1泊目 4,320円  

    宿泊キャンプ 2泊目から 1泊当たり 1,575円      宿泊キャンプ 2泊目から 1泊当たり 1,620円  

    デイキャンプ 1日当たり 1,050円      デイキャンプ 1日当たり 1,080円  

   AC電源あり 宿泊キャンプ 1泊目 5,250円     AC電源あり 宿泊キャンプ 1泊目 5,400円  

    宿泊キャンプ 2泊目から 1泊当たり 2,100円      宿泊キャンプ 2泊目から 1泊当たり 2,160円  

    デイキャンプ 1日当たり 2,100円      デイキャンプ 1日当たり 2,160円  

 塩 沢 研修室・会議室 1室 1回当たり 1,500円 宿泊者等が使用する   塩 沢 研修室・会議室 1室 1回当たり 1,540円 宿泊者等が使用する  

 温 泉   場合は無料   温 泉   場合は無料  

 七 峰 入浴料 大人（中学生以上） 1人 1回当たり 500円 入湯税 150円を含む。   七 峰 入浴料 大人（中学生以上） 1人 1回当たり 510円 入湯税 150円を含む。  

 館  小人（小学生）の項 （略）    館  小人（小学生）の項 （略）   

  宿泊 1人 1泊 2食当たり 15,000円     宿泊 1人 1泊 2食当たり 15,420円   

  休憩 大人（中学生以上） 1人 1回当たり 2,000円    休憩 大人（中学生以上） 1人 1回当たり 2,050円  

   小人（小学生） 1人 1回当たり 1,000円     小人（小学生） 1人 1回当たり 1,020円  

  温泉配湯の款 （略）    温泉配湯の款 （略）  

 野 麦

の 里 

野麦学舎 市民 市民以外の者   野 麦

の 里 

野麦学舎 市民 市民以外の者  

  半日 全日 半日 全日    半日 全日 半日 全日  

 20名まで 3,000円 4,500円 10,000円 15,000円   20名まで 3,080円 4,620円 10,280円 15,420円  

 40名まで 4,000円 6,000円 15,000円 23,000円   40名まで 4,110円 6,170円 15,420円 23,650円  

 41名以上 5,000円 7,500円 23,000円 35,000円   41名以上 5,140円 7,710円 23,650円 36,000円  

 野麦の館 素泊まり 大人（中学生以上） 1人当たり 4,000円   野麦の館 素泊まり 大人（中学生以上） 1人当たり 4,110円  

  小人（小学生） 1人当たり 1,000円    小人（小学生） 1人当たり 1,020円  

 1泊 2食 大人（中学生以上） 1人当たり 8,000円   1泊 2食 大人（中学生以上） 1人当たり 8,220円  

  小人（小学生） 1人当たり 4,000円    小人（小学生） 1人当たり 4,110円  

 1泊朝食 大人（中学生以上） 1人当たり 5,000円   1泊朝食 大人（中学生以上） 1人当たり 5,140円  

  小人（小学生） 1人当たり 2,000円    小人（小学生） 1人当たり 2,050円  

 1泊夕食 大人（中学生以上） 1人当たり 7,000円   1泊夕食 大人（中学生以上） 1人当たり 7,200円  

  小人（小学生） 1人当たり 3,500円    小人（小学生） 1人当たり 3,600円  

 し ぶ 大人（中学生以上） 1回 1人当たり 600円 入湯税 150円を含む。   し ぶ 大人（中学生以上） 1回 1人当たり 610円 入湯税 150円を含む。  

 き の 小人（小学生） 1回 1人当たり 400円    き の 小人（小学生） 1回 1人当たり 410円   
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 湯 遊 温泉スタンドの款 （略）   湯 遊 温泉スタンドの款 （略）  

 湯 館    湯 館   

 四 十

八 滝

公 園 

バンガロー等 1回当たり 25,500円   四 十

八 滝

公 園 

バンガロー等 1回当たり 26,220円  

 持込料 テント 1張り 1日当たり 2,500円   持込料 テント 1張り 1日当たり 2,570円  

 特選館あじかの部 （略）   特選館あじかの部 （略）  

 奥 飛 テントサイト 1回当たり 6,000円以内で規則で定める額   奥 飛 テントサイト 1回当たり 6,170円以内で規則で定める額  

 騨 温

泉 郷

オ ー

ト キ 

入場料 大人 800円、小人 500円以内で規則で定める額   騨 温

泉 郷

オ ー

ト キ 

入場料 大人 820円、小人 510円以内で規則で定める額  

 ャ ン

プ 場 

    ャ ン

プ 場 

   

 新穂高駐車場の部・あかんだな駐車場の部 （略）   新穂高駐車場の部・あかんだな駐車場の部 （略）  

 平 湯

大 滝

公 園 

乗用車 駐車 1日当たり 500円   平 湯

大 滝

公 園 

乗用車 駐車 1日当たり 510円  

 自動二輪車の款 （略）   自動二輪車の款 （略）  

 大型バス 駐車 1日当たり 2,000円   大型バス 駐車 1日当たり 2,050円  

  

（高山市スキー場の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１９条 高山市スキー場の設置及び管理に関する条例（平成１６年高山市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

 施設 区分 料金   施設 区分 料金  

 乗鞍高原飛驒高山 リフト 1回券 250円   乗鞍高原飛驒高山 リフト 1回券 250円  

 スキー場  半日券 2,000円以内で規則で定める額   スキー場  半日券 2,050円以内で規則で定める額  

   13回券 2,400円以内で規則で定める額     13回券 2,460円以内で規則で定める額  

   1日券 3,600円以内で規則で定める額     1日券 3,700円以内で規則で定める額  

   シーズン券 25,000円以内で規則で定める額     シーズン券 25,710円以内で規則で定める額  

  スキー 1回当たり 1,500円以内で規則で定める額    スキー 1回当たり 1,540円以内で規則で定める額  

 ブーツ 1回当たり 1,300円以内で規則で定める額   ブーツ 1回当たり 1,330円以内で規則で定める額  

 ポール 1回当たり 500円以内で規則で定める額   ポール 1回当たり 510円以内で規則で定める額  

 モンデウス飛騨位 リフト 1回券 250円   モンデウス飛騨位 リフト 1回券 250円  

 山スノーパーク  半日券 2,800円以内で規則で定める額   山スノーパーク  半日券 2,880円以内で規則で定める額  
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   11回券 2,500円以内で規則で定める額     11回券 2,570円以内で規則で定める額  

   1日券 3,500円以内で規則で定める額     1日券 3,600円以内で規則で定める額  

   シーズン券 25,000円以内で規則で定める額     シーズン券 25,710円以内で規則で定める額  

   バンビーノ 500円以内で規則で定める額     バンビーノ 510円以内で規則で定める額  

  スキー 1回当たり 2,200円以内で規則で定める額    スキー 1回当たり 2,260円以内で規則で定める額  

  ブーツ 1回当たり 1,200円以内で規則で定める額    ブーツ 1回当たり 1,230円以内で規則で定める額  

  ポール 1回当たり 500円以内で規則で定める額    ポール 1回当たり 510円以内で規則で定める額  

  ウェア 1回当たり 2,500円以内で規則で定める額    ウェア 1回当たり 2,570円以内で規則で定める額  

  スキーセット 1回当たり 3,000円以内で規則で定める額    スキーセット 1回当たり 3,080円以内で規則で定める額  

  ボードセット 1回当たり 4,000円以内で規則で定める額    ボードセット 1回当たり 4,110円以内で規則で定める額  

 飛騨舟山スノーリ

ゾートアルコピア 

リフト 1回券 250円   飛騨舟山スノーリ

ゾートアルコピア 

リフト 1回券 250円  

  半日券 2,800円以内で規則で定める額    半日券 2,880円以内で規則で定める額  

  12回券 2,500円以内で規則で定める額    12回券 2,570円以内で規則で定める額  

  1日券 3,500円以内で規則で定める額    1日券 3,600円以内で規則で定める額  

  シーズン券 25,000円以内で規則で定める額    シーズン券 25,710円以内で規則で定める額  

 スノーキッズランド 1日当たり 500円以内で規則で定める額   スノーキッズランド 1日当たり 510円以内で規則で定める額  

 共通シーズン券 乗鞍高原飛驒高山スキー場、モン

デウス飛騨位山スノーパーク及び

飛騨舟山スノーリゾートアルコピ

ア共通シーズン券 

30,000円以内で規則で定める額   共通シーズン券 乗鞍高原飛驒高山スキー場、モン

デウス飛騨位山スノーパーク及び

飛騨舟山スノーリゾートアルコピ

ア共通シーズン券 

30,850円以内で規則で定める額  

        

  

（高山市道路占用料条例の一部改正） 

第２０条 高山市道路占用料条例（昭和４２年高山市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（占用料の額） （占用料の額） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、占用の期間が１月に満たない場合の占用料の額は、別表占用料の欄に定める金

額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額

に１.０５を乗じて得た額（その額が１００円に満たない場合にあつては、１００円）とする。ただし、当該

占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間

に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に１.０５を乗じて得

た額（その額が１００円に満たない場合にあつては、１００円）の合計額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、占用の期間が１月に満たない場合の占用料の額は、別表占用料の欄に定める金

額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額

に１.０８を乗じて得た額（その額が１００円に満たない場合にあつては、１００円）とする。ただし、当該

占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間

に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に１.０８を乗じて得た

額（その額が１００円に満たない場合にあつては、１００円）の合計額とする。 
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（高山市法定外公共物の管理に関する条例の一部改正） 

第２１条 高山市法定外公共物の管理に関する条例（平成１６年高山市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 

１ 土地使用料の表 （略） １ 土地使用料の表 （略） 

 ２ 流水使用料 ２ 流水使用料 

  ⑴ （略）   ⑴ （略） 

  ⑵ 発電以外の流水使用料   ⑵ 発電以外の流水使用料 

 種別 単位 流水使用料の額（年額）   種別 単位 流水使用料の額（年額）  

 鉱工業用 毎秒 1リットル 3,860円   鉱工業用 毎秒 1リットル 3,970円  

 製材業、製陶業等用 毎秒 1リットル 390円   製材業、製陶業等用 毎秒 1リットル 400円  

 その他のものの項 （略）   その他のものの項 （略）  

   備考 （略）    備考 （略） 

 ３ 河川産出物採取料  ３ 河川産出物採取料 

 種別 単位 金額（年額）   種別 単位 金額（年額）  

 土砂、砂利、砂の項・れき（栗石）（径が 5センチメートル以上 15センチメートル未満のもの）の項  

（略） 

  土砂、砂利、砂の項・れき（栗石）（径が 5センチメートル以上 15センチメートル未満のもの）の項  

（略） 

 

 玉石（径が 15センチメートル以上 30センチメートル未

満のもの） 

100キログラム 168円   玉石（径が 15 センチメートル以上 30 センチメートル未

満のもの） 

100キログラム 170円  

 転石（岩石を含む。径が 30センチメートル以上のもの） 100キログラム 168円   転石（岩石を含む。径が 30センチメートル以上のもの） 100キログラム 170円  

 粘質土（堤防土及び肥料土を含む。）の項・その他のものの項 （略）   粘質土（堤防土及び肥料土を含む。）の項・その他のものの項 （略）  

  備考 （略）    備考 （略） 

（高山市都市公園条例の一部改正） 

第２２条 高山市都市公園条例（昭和４１年高山市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（使用料） （使用料） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、法第５条第１項、法第６条第１項若しくは第３項又は第５条第１項若しくは第

３項の許可を受けた期間が１月未満のものについての使用料は、別表に掲げる額の使用料に１００分の１０

５を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、法第５条第１項、法第６条第１項若しくは第３項又は第５条第１項若しくは第

３項の許可を受けた期間が１月未満のものについての使用料は、別表に掲げる額の使用料に１００分の１０

８を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。）とする。 

３・４ （略）  ３・４ （略）  

（高山市地区公園条例の一部改正） 

第２３条 高山市地区公園条例（平成１６年高山市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 
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改  正  前 改  正  後 

（使用料） （使用料） 

第７条 （略）  第７条 （略）  

２ 前項の規定にかかわらず、前条の規定による許可を受けた期間が１月未満のものについての使用料は、別

表第２に掲げる額の使用料に１００分の１０５を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数は切り捨てる。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条の規定による許可を受けた期間が１月未満のものについての使用料は、別

表第２に掲げる額の使用料に１００分の１０８を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数は切り捨てる。）とする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

（高山市営住宅条例の一部改正） 

第２４条 高山市営住宅条例（平成９年高山市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（使用料） （使用料） 

第５９条 駐車場の使用料は、１台につき月額３,１５０円以内の範囲内で、規則で定める。 第５９条 駐車場の使用料は、１台につき月額３,２４０円以内の範囲内で、規則で定める。 

２ （略） ２ （略） 

（高山市特定市営住宅管理条例の一部改正） 

第２５条 高山市特定市営住宅管理条例（平成７年高山市条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（自動車保管場所の使用料） （自動車保管場所の使用料） 

第１５条 入居者は、自己の使用する自動車を保管するため、市長の許可を受けて特定市営住宅敷地内の自動

車保管場所として指定された場所を使用するときは、１台につき月額３,１５０円を超えない範囲内で、規則

で定める額を自動車保管使用料（以下「保管使用料」という。）として納入しなければならない。 

第１５条 入居者は、自己の使用する自動車を保管するため、市長の許可を受けて特定市営住宅敷地内の自動

車保管場所として指定された場所を使用するときは、１台につき月額３,２４０円を超えない範囲内で、規則

で定める額を自動車保管使用料（以下「保管使用料」という。）として納入しなければならない。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（高山市特定公共賃貸住宅管理条例の一部改正） 

第２６条 高山市特定公共賃貸住宅管理条例（平成８年高山市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（自動車保管場所の使用料） （自動車保管場所の使用料） 

第２０条 入居者は、自己の使用する自動車を保管するため、市長の許可を受けて特定公共賃貸住宅敷地内の

自動車保管場所として指定された場所を使用するときは、１台につき月額３,１５０円を超えない範囲内で、

規則で定める額を自動車保管使用料（以下「保管使用料」という。）として納入しなければならない。 

第２０条 入居者は、自己の使用する自動車を保管するため、市長の許可を受けて特定公共賃貸住宅敷地内の

自動車保管場所として指定された場所を使用するときは、１台につき月額３,２４０円を超えない範囲内で、

規則で定める額を自動車保管使用料（以下「保管使用料」という。）として納入しなければならない。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（高山市駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２７条 高山市駐車場の設置及び管理に関する条例（昭和４３年高山市条例第５８号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 
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  駐車場名 天満駐車場 

不動橋駐車場 

神明駐車場 広小路駐車場 

弥生橋駐車場 

えび坂駐車場 

空町駐車場 

花岡駐車場 かじ橋駐車場    駐車場名 天満駐車場 

不動橋駐車場 

神明駐車場 広小路駐車場 

弥生橋駐車場 

えび坂駐車場 

空町駐車場 

花岡駐車場 かじ橋駐車場  

 単位 車種 普通自動車 

軽自動車 

大型自動車 普通自動車 

軽自動車 

大型自動車 普通自動車 

軽自動車 

普通自動車 

軽自動車 

普通自動車 

軽自動車 

  単位 車種 普通自動車 

軽自動車 

大型自動車 普通自動車 

軽自動車 

大型自動車 普通自動車 

軽自動車 

普通自動車 

軽自動車 

普通自動車 

軽自動車 

 

 普通駐車券の部 （略）   普通駐車券の部 （略）  

 回数

駐車

券 

150円券 12枚 1,500円   回数

駐車

券 

150円券 12枚 1,540円  

 300円券 12枚 3,000円   300円券 12枚 3,080円  

 定期

駐車

券  

全日 6,500 ― 9,000 ― 6,500 6,500 

9,000 

9,000   定期

駐車

券  

全日 6,680 ― 9,250 ― 6,680 6,680 

9,250 

9,250  

 1月

につ

き 

夜間 4,000 ― 6,500 ― 4,000 4,000 

6,500 

6,500   1月

につ

き 

夜間 4,110 ― 6,680 ― 4,110 4,110 

6,680 

6,680  

  備考 （略）    備考 （略） 

（高山市下水道使用料条例の一部改正） 

第２８条 高山市下水道使用料条例（昭和５３年高山市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（使用料） （使用料） 

第５条 使用料の額は、使用月ごとに使用者が排除した汚水の量に応じ、基本料金と従量料金の合計額（前条

第１項及び第２項の規定により取り付けた計測装置があるときは、その使用料を加えた額）に１００分の１

０５を乗じて得た額とする。ただし、その額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。 

第５条 使用料の額は、使用月ごとに使用者が排除した汚水の量に応じ、基本料金と従量料金の合計額（前条

第１項及び第２項の規定により取り付けた計測装置があるときは、その使用料を加えた額）に１００分の１

０８を乗じて得た額とする。ただし、その額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（高山市下水道センター管理条例の一部改正） 

第２９条 高山市下水道センター管理条例（昭和５２年高山市条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（使用料） （使用料） 

第６条 （略）  第６条 （略）  

２ 前項の規定にかかわらず、指定空地の使用期間が１月未満のものについての使用料は、別表に定める使用

料により算出した額に１００分の１０５を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数

２ 前項の規定にかかわらず、指定空地の使用期間が１月未満のものについての使用料は、別表に定める使用

料により算出した額に１００分の１０８を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数
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金額は切り捨てる。）とする。 金額は切り捨てる。）とする。 

３ （略）  ３ （略）  

  

別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 

 区分 会議室 指定空地   区分 会議室 指定空地  

 午前 1,570円     午前 1,620円    

 午後 2,100円     午後 2,160円    

 １日 3,150円 １平方メートルにつき 1円   １日 3,240円 １平方メートルにつき 1円  

  備考 （略）   備考 （略） 

（高山市立学校の設置等に関する条例の一部改正） 

第３０条 高山市立学校の設置等に関する条例（昭和３９年高山市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

別表第１（第５条関係） 別表第１（第５条関係） 

 区分 使用料の額   区分 使用料の額  

 午前 午後 夜間   午前 午後 夜間  

 屋内

運動

場 

165平方メートル未満のもの 円 

310 

円 

420 

円 

520 

  屋内

運動

場 

165平方メートル未満のもの 円 

320 

円 

430 

円 

540 

 

 165 平方メートル以上 330 平方メ

ートル未満のもの 

420 630 840   165平方メートル以上 330平方メ

ートル未満のもの 

430 640 860  

 330 平方メートル以上 500 平方メ

ートル未満のもの 

630 840 1,050   330平方メートル以上 500平方メ

ートル未満のもの 

640 860 1,080  

 500平方メートル以上のもの 840 1,050 1,260   500平方メートル以上のもの 860 1,080 1,290  

 校舎 教室 310 420 520   校舎 教室 320 430 540  

 その他の室 210 310 520   その他の室 210 320 540  

  備考 （略）   備考 （略） 

別表第２（第５条関係） 別表第２（第５条関係） 

 区分 単位 使用料の額   区分 単位 使用料の額  

 夜間照明施設 高山市立中山中学校屋外運動場 全面 2,600円   夜間照明施設 高山市立中山中学校屋外運動場 全面 2,670円  

   半面 1,300円     半面 1,330円  

  上記以外の施設 1,300円    上記以外の施設 1,330円  

  備考 （略）    備考 （略） 

（高山市民文化会館条例の一部改正） 

第３１条 高山市民文化会館条例（昭和５６年高山市条例第５７号）の一部を次のように改正する。 
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改  正  前 改  正  後 

（附属施設使用料及び保証金） （附属施設使用料及び保証金） 

第１６条 附属施設の使用者は、別表第２に定める使用料の額に１００分の１０５を乗じて得た使用料（その

使用料に１円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。）及び保証金を納入しなければならない

。 

第１６条 附属施設の使用者は、別表第２に定める使用料の額に１００分の１０８を乗じて得た使用料（その

使用料に１円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。）及び保証金を納入しなければならない

。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

別表第１（第７条関係） 別表第１（第７条関係） 

 時間区分等 

使用区分 

9:00～ 

12:00 

13:00～ 

16:00 

17:00～ 

21:00 

9:00～ 

16:00 

13:00～ 

21:00 

9:00～ 

21:00 

延長 1 時間

につき 

冷暖房料（1

時間につき） 

  時間区分等 

使用区分 

9:00～ 

12:00 

13:00～ 

16:00 

17:00～ 

21:00 

9:00～ 

16:00 

13:00～ 

21:00 

9:00～ 

21:00 

延長 1 時間

につき 

冷暖房料（1

時間につき） 

 

 室

名 

大ホール 平日 円 

12,200 

円 

19,300 

円 

31,600 

円 

31,500 

円 

50,900 

円 

63,100 

円 

6,300 

円 

6,800 

  室

名 

大ホール 平日 円 

12,540 

円 

19,850 

円 

32,500 

円 

32,400 

円 

52,350 

円 

64,900 

円 

6,480 

円 

6,990 

 

   土・日・ 16,300 25,400 41,700 41,700 67,100 83,400 8,100 6,800     土・日・ 16,760 26,120 42,890 42,890 69,010 85,780 8,330 6,990  

   休日             休日          

  小ホール 平日 4,000 6,100 10,100 10,100 16,200 20,200 1,800 2,100    小ホール 平日 4,110 6,270 10,380 10,380 16,660 20,770 1,850 2,160  

   土・日・

休日 

5,000 7,100 12,200 12,100 19,300 24,300 2,500 2,100     土・日・

休日 

5,140 7,300 12,540 12,440 19,850 24,990 2,570 2,160  

  楽屋 1  1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400    楽屋 1  1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

   2  1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400     2  1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

   3  1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400     3  1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

   4  1,800 2,500 2,500 4,300 5,000 6,800 700 600     4  1,850 2,570 2,570 4,420 5,140 6,990 720 610  

   5  1,800 2,500 2,500 4,300 5,000 6,800 700 600     5  1,850 2,570 2,570 4,420 5,140 6,990 720 610  

   6  1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400     6  1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

   7  1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400     7  1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

  楽屋事務室  600 700 900 1,300 1,600 2,200 200 200    楽屋事務室  610 720 920 1,330 1,640 2,260 200 200  

  主催者事務室  600 700 900 1,300 1,600 2,200 200 200    主催者事務室  610 720 920 1,330 1,640 2,260 200 200  

  浴室  600 700 900 1,300 1,600 2,200 200 200    浴室  610 720 920 1,330 1,640 2,260 200 200  

  シャワー室  600 700 900 1,300 1,600 2,200 200 200    シャワー室  610 720 920 1,330 1,640 2,260 200 200  

  リハーサル室  1,800 2,500 2,500 4,300 5,000 6,800 700 600    リハーサル室  1,850 2,570 2,570 4,420 5,140 6,990 720 610  

  会議室 1  1,200 1,800 2,500 3,000 4,300 5,500 1,200 1,100    会議室 1  1,230 1,850 2,570 3,080 4,420 5,650 1,230 1,130  

   2  1,300 2,000 2,600 3,300 4,600 5,900 1,200 1,100     2  1,330 2,050 2,670 3,390 4,730 6,060 1,230 1,130  

  練習室 1  700 1,100 1,800 1,800 2,900 3,600 600 500    練習室 1  720 1,130 1,850 1,850 2,980 3,700 610 510  

   2  700 1,100 1,800 1,800 2,900 3,600 600 500     2  720 1,130 1,850 1,850 2,980 3,700 610 510  
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   3  1,300 2,000 2,600 3,300 4,600 5,900 1,200 1,100     3  1,330 2,050 2,670 3,390 4,730 6,060 1,230 1,130  

  展示室 平日 1,400 2,100 2,700 3,500 4,800 6,200 1,200 1,100    展示室 平日 1,440 2,160 2,770 3,600 4,930 6,370 1,230 1,130  

   土・日・ 2,100 3,200 4,000 5,300 7,200 9,300 1,800 1,600     土・日・ 2,160 3,290 4,110 5,450 7,400 9,560 1,850 1,640  

   休日             休日          

  ホワイエ       15,200 2,700 2,100    ホワイエ       15,630 2,770 2,160  

 ロビー       15,200 2,700 2,100   ロビー       15,630 2,770 2,160  

 附属設備の部 （略）   附属設備の部 （略）  

  備考 （略）    備考 （略） 

（高山市丹生川文化ホールの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３２条 高山市丹生川文化ホールの設置及び管理に関する条例（平成１６年高山市条例第５２号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

 区分 9:00～ 13:00～ 17:00～ 9:00～ 13:00～ 9:00～ 延長 1時間 冷暖房料（1    区分 9:00～ 13:00～ 17:00～ 9:00～ 13:00～ 9:00～ 延長 1時間 冷暖房料（1  

  12:00 16:00 21:00 16:00 21:00 21:00 につき 時間につき）    12:00 16:00 21:00 16:00 21:00 21:00 につき 時間につき）  

 室

名 

多目的ホール 平日 円 

5,000 

円 

7,600 

円 

12,600 

円 

12,600 

円 

20,200 

円 

25,200 

円 

2,200 

円 

2,600 

  室

名 

多目的ホール 平日 円 

5,140 

円 

7,810 

円 

12,960 

円 

12,960 

円 

20,770 

円 

25,920 

円 

2,260 

円 

2,670 

 

  土・日

・休日 

6,000 8,500 14,500 14,500 23,000 29,000 3,000 2,600    土・日

・休日 

6,170 8,740 14,910 14,910 23,650 29,820 3,080 2,670  

 楽屋 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400   楽屋 1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

 浴室 600 700 900 1,300 1,600 2,200 200 ―   浴室 610 720 920 1,330 1,640 2,260 200 ―  

 区分 9:00～ 

12:00 

13:00～ 

17:00 

18:30～ 

21:30 

9:00～ 

17:00 

13:00～ 

21:30 

9:00～ 

21:30 

延長 1 時間

につき 

冷暖房料（1

時間につき） 

  区分 9:00～ 

12:00 

13:00～ 

17:00 

18:30～ 

21:30 

9:00～ 

17:00 

13:00～ 

21:30 

9:00～ 

21:30 

延長 1 時間

につき 

冷暖房料（1

時間につき） 

 

 室

名 

1階研修室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   室

名 

1階研修室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 健康相談室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   健康相談室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

  視聴覚室 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400    視聴覚室 1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

  情報管理室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200    情報管理室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

  営農実験室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200    営農実験室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

  2階研修室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200    2階研修室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 附属設備の部 （略）   附属設備の部 （略）  

  備考 （略）   備考 （略） 

（高山市国府文化ホールの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３３条 高山市国府文化ホールの設置及び管理に関する条例（平成２２年高山市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 
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別表（第１０条関係） 別表（第１０条関係） 

 区分 9:00～ 

12:00 

13:00～ 

16:00 

17:00～ 

21:30 

9:00～ 

16:00 

13:00～ 

21:30 

9:00～ 

21:30 

延長 1 時間

につき 

冷暖房料（1

時間につき） 

  区分 9:00～ 

12:00 

13:00～ 

16:00 

17:00～ 

21:30 

9:00～ 

16:00 

13:00～ 

21:30 

9:00～ 

21:30 

延長 1 時間

につき 

冷暖房料（1

時間につき） 

 

 室

名 

ホール 平日 円 

5,500 

円 

8,300 

円 

13,800 

円 

13,800 

円 

22,100 

円 

27,600 

円 

2,600 

円 

3,000 

  室

名 

 

ホール 平日 円 

5,650 

円 

8,530 

円 

14,190 

円 

14,190 

円 

22,730 

円 

28,380 

円 

2,670 

円 

3,080 

 

  土・日・

休日 

7,000 9,900 16,900 16,900 26,800 33,800 3,600 3,000    土・日・

休日 

7,200 10,180 17,380 17,380 27,560 34,760 3,700 3,080  

 楽屋 A 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400   楽屋 A 1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

 楽屋 B 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400   楽屋 B 1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

 楽屋 C 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400   楽屋 C 1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

 浴室 600 700 900 1,300 1,600 2,200 200 200   浴室 610 720 920 1,330 1,640 2,260 200 200  

 附属設備の部 （略）   附属設備の部 （略）  

  備考 （略）    備考 （略） 

（高山市文化伝承館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３４条 高山市文化伝承館の設置及び管理に関する条例（平成１６年高山市条例第７０号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

別表（第１０条関係） 別表（第１０条関係） 

 時間区分等 

 

使用区分 

9:00～ 

12:00 

13:00～ 

17:00 

18:30～ 

21:30 

9:00～ 

17:00 

13:00～ 

21:30 

9:00～ 

21:30 

延長 1 時間

につき 

冷暖房料（1

時間につき） 

  時間区分等 

 

使用区分 

9:00～ 

12:00 

13:00～ 

17:00 

18:30～ 

21:30 

9:00～ 

17:00 

13:00～ 

21:30 

9:00～ 

21:30 

延長 1 時間

につき 

冷暖房料（1

時間につき） 

 

 本館 多目的室 2,000円 3,000円 3,000円 5,000円 6,000円 8,000円 1,000円 500円   本館 多目的室 2,050円 3,080円 3,080円 5,140円 6,170円 8,220円 1,020円 510円  

 和室 2,000円 3,000円 3,000円 5,000円 6,000円 8,000円 1,000円 500円   和室 2,050円 3,080円 3,080円 5,140円 6,170円 8,220円 1,020円 510円  

 別館 茶室 1,000円 1,500円 1,500円 2,500円 3,000円 4,000円 500円    別館 茶室 1,020円 1,540円 1,540円 2,570円 3,080円 4,110円 510円   

 備考 （略）   備考 （略）  

  

（高山市図書館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３５条 高山市図書館の設置及び管理に関する条例（平成１５年高山市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

別表（第１５条関係） 別表（第１５条関係） 

 時間区分等 

 

名称 

午前 9:30～午後 0:00 午後 1:00～午後 5:00 午後 6:00～午後 9:30 延長 1 時間

につき 

冷暖房料（1

時間につき） 

  時間区分等 

 

名称 

午前 9:30～午後 0:00 午後 1:00～午後 5:00 午後 6:00～午後 9:30 延長 1 時間

につき 

冷暖房料（1

時間につき） 

 

 学習ホール（控室

含む。） 

3,000円 4,200円 4,800円 1,500円 1,200円   学習ホール（控室

含む。） 

3,080円 4,320円 4,930円 1,540円 1,230円  
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備考  

   １ 学習ホールを３分割し、それぞれを１単位として使用することができる。この場合の使用料は、こ 

備考 （略） 

    １ 学習ホールを３分割し、それぞれを１単位として使用することができる。この場合の使用料は、こ 

の表に定める使用料の３分の１に相当する額を１単位として算出する。 

 

２・３ （略） 

の表に定める使用料の３分の１に相当する額を１単位として算出する。ただし、１００円未満の端

数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

 ２・３ （略） 

（高山市公民館設置条例の一部改正） 

第３６条 高山市公民館設置条例（昭和３６年高山市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

別表第２（第６条関係） 別表第２（第６条関係） 

 名称 区分 使用時間区分 延長 1 時間

につき 

冷暖房料（1

時間につき） 

  名称 区分 使用時間区分 延長 1 時間

につき 

冷暖房料（1

時間につき） 

 

 9:00～ 

12:00 

13:00～ 

17:00 

18:30～ 

21:30 

9:00～ 

17:00 

13:00～ 

21:30 

9:00～ 

21:30 

  9:00～ 

12:00 

13:00～ 

17:00 

18:30～ 

21:30 

9:00～ 

17:00 

13:00～ 

21:30 

9:00～ 

21:30 

 

 高山市

公民館 

講堂 円 

5,000 

円 

6,900 

円 

8,100 

円 

11,900 

円 

15,000 

円 

20,000 

円 

2,500 

円 

2,100 

  高山市

公民館 

講堂 円 

5,140 

円 

7,090 

円 

8,330 

円 

12,240 

円 

15,420 

円 

20,570 

円 

2,570 

円 

2,160 

 

 美術工芸室 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400   美術工芸室 1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

  音楽室 1 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400    音楽室 1 1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

  音楽室 2 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400    音楽室 2 1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

  学習室 1 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200    学習室 1 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

  学習室 2 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200    学習室 2 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

  視聴覚室 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400    視聴覚室 1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

  料理室 2,500 3,700 3,700 6,200 7,400 9,900 1,200 1,100    料理室 2,570 3,800 3,800 6,370 7,610 10,180 1,230 1,130  

  会議室 1 2,500 3,700 3,700 6,200 7,400 9,900 1,200 1,100    会議室 1 2,570 3,800 3,800 6,370 7,610 10,180 1,230 1,130  

  会議室 2 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200    会議室 2 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

  会議室 3 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400    会議室 3 1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

  和室（大） 1,800 2,500 2,500 4,300 5,000 6,800 700 600    和室（大） 1,850 2,570 2,570 4,420 5,140 6,990 720 610  

  和室（小） 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200    和室（小） 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 丹生川

公民館 

3―3会議室 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400   丹生川

公民館 

3―3会議室 1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

 3―4会議室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   3―4会議室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 清見公 2―1会議室 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400   清見公 2―1会議室 1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

 民館 2―2会議室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   民館 2―2会議室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

  2―3和室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200    2―3和室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

  2―4和室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200    2―4和室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

  2―5会議室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200    2―5会議室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

  3―1会議室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200    3―1会議室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  
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  3―2会議室 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400    3―2会議室 1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

 荘川公 多目的ホール 1,800 2,500 2,500 4,300 5,000 6,800 700 600   荘川公 多目的ホール 1,850 2,570 2,570 4,420 5,140 6,990 720 610  

 民館 会議室 1 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   民館 会議室 1 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

  会議室 2 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200    会議室 2 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

  会議室 3 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200    会議室 3 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 一之宮 多目的ホール 5,000 6,900 8,100 11,900 15,000 20,000 2,500 2,100   一之宮 多目的ホール 5,140 7,090 8,330 12,240 15,420 20,570 2,570 2,160  

 公民館 青年室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   公民館 青年室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

  女性室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200    女性室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

  児童室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200    児童室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

  第 1研修室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200    第 1研修室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

  第 2研修室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200    第 2研修室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

  第 3研修室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200    第 3研修室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

  視聴覚室 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400    視聴覚室 1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

  調理実習室 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400    調理実習室 1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

 久々野 多目的 平日 4,000 6,100 10,100 10,100 16,200 20,200 1,800 2,100   久々野 多目的 平日 4,110 6,270 10,380 10,380 16,660 20,770 1,850 2,160  

 公民館 ホール 土・日

・休日 

5,000 7,100 12,100 12,100 19,200 24,200 2,500 2,100   公民館 ホール 土・日・

休日 

5,140 7,300 12,440 12,440 19,740 24,890 2,570 2,160  

  大会議室 1,800 2,500 2,500 4,300 5,000 6,800 700 600    大会議室 1,850 2,570 2,570 4,420 5,140 6,990 720 610  

  1階和室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200    1階和室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

  2階会議室 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400    2階会議室 1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

  2階和室 1,800 2,500 2,500 4,300 5,000 6,800 700 600    2階和室 1,850 2,570 2,570 4,420 5,140 6,990 720 610  

  研修室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200    研修室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

  調理実習室 2,500 3,700 3,700 6,200 7,400 9,900 1,200 1,100    調理実習室 2,570 3,800 3,800 6,370 7,610 10,180 1,230 1,130  

  実習室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200    実習室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

  3階会議室 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400    3階会議室 1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

  視聴覚室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200    視聴覚室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 秋神研 大会議室 1,800 2,500 2,500 4,300 5,000 6,800 700 600   秋神研 大会議室 1,850 2,570 2,570 4,420 5,140 6,990 720 610  

 修セン 研修室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   修セン 研修室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 ター 老人室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   ター 老人室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

  青年室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200    青年室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

  調理実習室 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400    調理実習室 1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

 燦燦
さんさん

朝 多目的ホール 5,000 6,900 8,100 11,900 15,000 20,000 2,500 2,100   燦燦
さんさん

朝 多目的ホール 5,140 7,090 8,330 12,240 15,420 20,570 2,570 2,160  

 日館ふ 会議室 1 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   日館ふ 会議室 1 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  
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 れあい 会議室 2 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   れあい 会議室 2 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 ホール 会議室 3 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400   ホール 会議室 3 1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

  会議室 4 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200    会議室 4 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

  会議室 5 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200    会議室 5 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 高根公 調理室 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400   高根公 調理室 1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

 民館 研修室 1,800 2,500 2,500 4,300 5,000 6,800 700 600   民館 研修室 1,850 2,570 2,570 4,420 5,140 6,990 720 610  

  多目的ホール 2,500 3,700 3,700 6,200 7,400 9,900 1,200 1,100    多目的ホール 2,570 3,800 3,800 6,370 7,610 10,180 1,230 1,130  

 国府公

民館 

多目的室 A 1,800 2,500 2,500 4,300 5,000 6,800 700 600   国府公

民館 

多目的室 A 1,850 2,570 2,570 4,420 5,140 6,990 720 610  

 多目的室 B 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   多目的室 B 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 多目的室 C 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   多目的室 C 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 研修室 A 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   研修室 A 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 研修室 B 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   研修室 B 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 上宝公

民館 

集会室 1 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   上宝公

民館 

集会室 1 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 集会室 2 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   集会室 2 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 集会室 3 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   集会室 3 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 奥飛騨 多目的 平日 3,000 4,500 7,500 7,500 12,000 15,000 1,400 1,700   奥飛騨 多目的 平日 3,080 4,620 7,710 7,710 12,340 15,420 1,440 1,740  

 総合文 ホール 土・日 4,000 5,700 9,700 9,700 15,400 19,400 2,000 1,700   総合文 ホール 土・日 4,110 5,860 9,970 9,970 15,840 19,950 2,050 1,740  

 化セン  ・休日           化セン  ・休日          

 ター 老人談話室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200   ター 老人談話室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

  女性談話室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200    女性談話室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

  調理実習室 1,200 1,800 1,800 3,000 3,600 4,800 500 400    調理実習室 1,230 1,850 1,850 3,080 3,700 4,930 510 410  

  小会議室 700 900 900 1,600 1,800 2,500 200 200    小会議室 720 920 920 1,640 1,850 2,570 200 200  

 名称 区分 使用時間区分 使用時間区分ごとの暖房料   名称 区分 使用時間区分 使用時間区分ごとの暖房料  

   9:00～ 

12:00 

13:00～ 

17:00 

18:30～ 

21:30 

9:00～ 

12:00 

13:00～ 

17:00 

18:30～ 

21:30 

    9:00～ 

12:00 

13:00～ 

17:00 

18:30～ 

21:30 

9:00～ 

12:00 

13:00～ 

17:00 

18:30～ 

21:30 

 

 岩滝公民館 大会議室 円 

300 

円 

400 

円 

600 

円 

200 

円 

200 

円 

400 

  岩滝公民館 大会議室 円 

300 

円 

410 

円 

610 

円 

200 

円 

200 

円 

410 

 

  会議室 200 300 400 100 100 200    会議室 200 300 410 100 100 200  

  和室 200 300 400 100 100 200    和室 200 300 410 100 100 200  

 新宮公民館 会議室 300 400 600 200 200 400   新宮公民館 会議室 300 410 610 200 200 410  

 奥飛騨栃尾生涯学習館 社会教育室 1 200 300 400 100 100 200   奥飛騨栃尾生涯学習館 社会教育室 1 200 300 410 100 100 200  

  社会教育室 2 300 400 600 200 200 400    社会教育室 2 300 410 610 200 200 410  

  社会教育室 3 200 300 400 100 100 200    社会教育室 3 200 300 410 100 100 200  
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  中会議室 300 400 600 200 200 400    中会議室 300 410 610 200 200 410  

  柔道場 300 400 600 ― ― ―    柔道場 300 410 610 ― ― ―  

  体育館 800 1,000 1,200 ― ― ―    体育館 820 1,020 1,230 ― ― ―  

  備考 （略）    備考 （略） 

（高山市飛騨プラネタリウムの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３７条 高山市飛騨プラネタリウムの設置及び管理に関する条例（平成１６年高山市条例第５３号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

（単位：円） （単位：円） 

 区分 使用料 冷暖房料   区分 使用料 冷暖房料  

 午前 午後 夜間 午前 午後 夜間   午前 午後 夜間 午前 午後 夜間  

 9時～12時 13時～17時 18時 30分～ 

21時 30分 

9時～12時 13時～17時 18時 30分～ 

21時 30分 

  9時～12時 13時～17時 18時 30分～ 

21時 30分 

9時～12時 13時～17時 18時 30分～ 

21時 30分 

 

 実習室 200 300 400 100 100 200   実習室 200 300 410 100 100 200  

 研修室 300 400 600 200 200 400   研修室 300 410 610 200 200 410  

 多目的ホール 300 400 600 200 200 400   多目的ホール 300 410 610 200 200 410  

      

 プラネタリウム入場料 大人 500 （団体）450 団体扱いは 20名以上   プラネタリウム入場料 大人 510 （団体）460 団体扱いは 20名以上  

 子供の項・幼児の項 （略）   子供の項・幼児の項 （略）  

 備考 （略）   備考 （略）  

  

（高山市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３８条 高山市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例（昭和５３年高山市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

別表（第９条関係） 別表（第９条関係） 

使用料 使用料 

 飛騨高 区分 使用料の額   飛騨高 区分 使用料の額  

 山まち 1時間当たりの使用料 冷暖房料 1時間当たり   山まち 1時間当たりの使用料 冷暖房料 1時間当たり  

 の博物 研修室 1,000円 1,000円   の博物 研修室 1,020円 1,020円  

 館 永田酒蔵ホール 1,000円     館 永田酒蔵ホール 1,020円    

  備考 （略）    備考 （略）  

 荒川家 区分 使用料の額   荒川家 区分 使用料の額  

 住宅 全日 午前 午後   住宅 全日 午前 午後  

  全室 2,600円 1,350円 1,550円    全室 2,670円 1,380円 1,590円  
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  和室 1,250円 650円 850円    和室 1,280円 660円 870円  

  備考 （略）    備考 （略）  

 飛騨位 区分 使用料の額   飛騨位 区分 使用料の額  

 山文化

交流館 

9:00～ 

12:00 

13:00～ 

17:00 

17:00～ 

21:00 

9:00～ 

17:00 

13:00～ 

21:00 

9:00～ 

21:00 

延長1時

間 に つ

き 

冷暖房料

1 時間あ

たり 

  山文化

交流館 

9:00～ 

12:00 

13:00～ 

17:00 

17:00～ 

21:00 

9:00～ 

17:00 

13:00～ 

21:00 

9:00～ 

21:00 

延長1時

間 に つ

き 

冷暖房料

1 時間あ

たり 

 

  企画展示室 2,500円 3,400円 3,400円 6,400円 6,400円 9,600円 1,500円 1,600円    企画展示室 2,570円 3,490円 3,490円 6,580円 6,580円 9,870円 1,540円 1,640円  

  研修室 600円 800円 800円 1,500円 1,500円 2,100円 200円 120円    研修室 610円 820円 820円 1,540円 1,540円 2,160円 200円 120円  

 久々野

歴史民

俗資料

館 

区分 使用料の額   久々野

歴史民

俗資料

館 

区分 使用料の額  

 8：30～12：00 12：00～17：00   8：30～12：00 12：00～17：00  

 学習室兼展示室 310円 310円   学習室兼展示室 320円 320円  

 上宝ふるさと歴史館の部 （略）   上宝ふるさと歴史館の部 （略）  

  

（高山市体育施設等の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３９条 高山市体育施設等の設置及び管理に関する条例（昭和５６年高山市条例第５９号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

別表第２（第１１条関係） 別表第２（第１１条関係） 

（単位：円） （単位：円） 

 施設 名称 使用方法 時間区分及び使用料   施設 名称 使用方法 時間区分及び使用料  

    午前 午後 全日 夜間 夜間照明      午前 午後 全日 夜間 夜間照明  

 グラウ

ンド 

大八グラウンド 全面 3,800 5,000 7,600 5,000 2,600   グラウ

ンド 

大八グラウンド 全面 3,900 5,140 7,810 5,140 2,670  

 半面 1,900 2,500 3,800 2,500 1,300   半面 1,950 2,570 3,900 2,570 1,330  

  南部グラウンド 全面 1,900 2,500 3,800 ― ―    南部グラウンド 全面 1,950 2,570 3,900 ― ―  

  丹生川運動公園グラウン 一面 1,900 2,500 3,800 2,500 1,300    丹生川運動公園グラウン 一面 1,950 2,570 3,900 2,570 1,330  

  ド          ド        

  清見グラウンド 全面 1,900 2,500 3,800 2,500 1,300    清見グラウンド 全面 1,950 2,570 3,900 2,570 1,330  

  小鳥グラウンド 全面 1,900 2,500 3,800 2,500 1,300    小鳥グラウンド 全面 1,950 2,570 3,900 2,570 1,330  

  荘川グラウンド 全面 1,900 2,500 3,800 2,500 1,300    荘川グラウンド 全面 1,950 2,570 3,900 2,570 1,330  

  久々野総合運動公園グラ 全面 3,800 5,000 7,600 5,000 2,600    久々野総合運動公園グラ 全面 3,900 5,140 7,810 5,140 2,670  

  ウンド 半面 1,900 2,500 3,800 2,500 1,300    ウンド 半面 1,950 2,570 3,900 2,570 1,330  

  秋神グラウンド 全面 1,900 2,500 3,800 2,500 1,300    秋神グラウンド 全面 1,950 2,570 3,900 2,570 1,330  

  高根総合グラウンド 全面 3,800 5,000 7,600 ― ―    高根総合グラウンド 全面 3,900 5,140 7,810 ― ―  
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   半面 1,900 2,500 3,800 ― ―     半面 1,950 2,570 3,900 ― ―  

  国府グラウンド 全面 1,900 2,500 3,800 2,500 1,300    国府グラウンド 全面 1,950 2,570 3,900 2,570 1,330  

  国府スポーツ公園 全面 1,900 2,500 3,800 ― ―    国府スポーツ公園 全面 1,950 2,570 3,900 ― ―  

  国府芝生公園 全面 600 800 1,300 800 400    国府芝生公園 全面 610 820 1,330 820 410  

  本郷多目的グラウンド 全面 1,900 2,500 3,800 2,500 1,300    本郷多目的グラウンド 全面 1,950 2,570 3,900 2,570 1,330  

  奥飛騨村上総合グラウン

ド 

全面 1,900 2,500 3,800 2,500 1,300    奥飛騨村上総合グラウン

ド 

全面 1,950 2,570 3,900 2,570 1,330  

  備考 （略）    備考 （略）  

 施設 名称 使用方法 時間区分及び使用料   施設 名称 使用方法 時間区分及び使用料  

 午前 午後 1 午後 2 全日 夜間 1 夜間 2 夜間

照明

（各

区分） 

  午前 午後 1 午後 2 全日 夜間 1 夜間 2 夜間照

明（各

区分） 

 

 テニス 岡本テニスコート 1区画 500 700 700 1,900 700 700 600   テニス 岡本テニスコート 1区画 510 720 720 1,950 720 720 610  

 コート 中山テニスコート 備考 （略）   コート 中山テニスコート 備考 （略）  

  丹生川運動公園テニスコ

ート 

    丹生川運動公園テニスコ

ート 

  

  清見テニスコート     清見テニスコート   

  荘川テニスコート     荘川テニスコート   

  一之宮テニスコート     一之宮テニスコート   

  久々野総合運動公園テニ

スコート 

    久々野総合運動公園テニ

スコート 

  

  秋神テニスコート     秋神テニスコート   

 施設 名称 時間区分及び使用料   施設 名称 時間区分及び使用料  

   使用方法 午前 午後 全日 夜間 1 夜間 2 夜間照明     使用方法 午前 午後 全日 夜間 1 夜間 2 夜間照明  

         夜間 1 夜間 2           夜間 1 夜間 2  

 野球場 中山公園野球場 全面 1,900 2,500 3,800 2,500 2,500 2,500 5,000   野球場 中山公園野球場 全面 1,950 2,570 3,900 2,570 2,570 2,570 5,140  

 備考 （略）   備考 （略）  

 施設 名称 使用方法 時間区分及び使用料   施設 名称 使用方法 時間区分及び使用料  

 午前 午後 全日   午前 午後 全日  

 陸上競

技場 

中山公園陸上競技場 団体（5名以上） 専用 12,000 15,000 24,000   陸上競

技場 

中山公園陸上競技場 団体（5名以上） 専用 12,340 15,420 24,680  

   共用 6,000 7,500 12,000     共用 6,170 7,710 12,340  

   個人（小中高生） 1回券の項 （略）     個人（小中高生） 1回券の項 （略）  
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    12回券 500 500 ―      12回券 510 510 ―  

   個人（一般） 1回券の項 （略）     個人（一般） 1回券の項 （略）  

    12回券 2,000 2,000 ―      12回券 2,050 2,050 ―  

  日和田ハイランド陸上競

技場 

団体（5名以上） 3,000 4,000 6,000    日和田ハイランド陸上競

技場 

団体（5名以上） 3,080 4,110 6,170  

  個人（小中高生） 1回券の項 （略）    個人（小中高生） 1回券の項 （略）  

    12回券 500 500 ―      12回券 510 510 ―  

   個人（一般） 1回券の項 （略）     個人（一般） 1回券の項 （略）  

    12回券 2,000 2,000 ―      12回券 2,050 2,050 ―  

  備考 （略）    備考 （略）  

 施設 名称 使用方法 時間区分及び使用料   施設 名称 使用方法 時間区分及び使用料  

 午前 午後 全日 夜間   午前 午後 全日 夜間  

 管理事

務所 

中山公園管理事務所 全部 300 500 700 600   管理事

務所 

中山公園管理事務所 全部 300 510 720 610  

 備考 （略）   備考 （略）  

 施設 名称 使用方法 時間区分及び使用料   施設 名称 使用方法 時間区分及び使用料  

    午前 午後 全日 夜間      午前 午後 全日 夜間  

 相撲場 高山市相撲場 全部 400 600 1,000 900   相撲場 高山市相撲場 全部 410 610 1,020 920  

  備考 （略）    備考 （略）  

 施設 名称 使用方法 時間区分及び使用料   施設 名称 使用方法 時間区分及び使用料  

 午前 午後 全日 夜間   午前 午後 全日 夜間  

 屋内軽 高山市屋内軽スポーツ場 1面 400 700 1,100 1,000   屋内軽 高山市屋内軽スポーツ場 1面 410 720 1,130 1,020  

 スポー 八幡屋内ゲートボール場 備考 （略）   スポー 八幡屋内ゲートボール場 備考 （略）  

 ツ場・ 松倉屋内ゲートボール場    ツ場・ 松倉屋内ゲートボール場   

 屋外ゲ 

ートボ 

高山西スポーツ・地域交

流会館 

   屋外ゲ 

ートボ 

高山西スポーツ・地域交

流会館 

  

 ール場 丹生川中央屋内体育ふれ    ール場 丹生川中央屋内体育ふれ   

  あい施設     あい施設   

  丹生川東部屋内体育ふれ

あい施設 

    丹生川東部屋内体育ふれ

あい施設 

  

  丹生川大萱多目的屋内運

動施設 

    丹生川大萱多目的屋内運

動施設 

  

  丹生川荒城多目的屋内運

動施設 

    丹生川荒城多目的屋内運

動施設 

  

  清見高齢者運動広場     清見高齢者運動広場   
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  活性化施設荘川ドーム     活性化施設荘川ドーム   

  一之宮屋内運動場     一之宮屋内運動場   

  一之宮ゲートボール場     一之宮ゲートボール場   

  久々野体育館ゲートボー

ル場 

    久々野体育館ゲートボー

ル場 

  

  久々野総合運動公園老人

運動広場 

    久々野総合運動公園老人

運動広場 

  

  朝日屋内ゲートボール場     朝日屋内ゲートボール場   

  秋神屋内ゲートボール場     秋神屋内ゲートボール場   

  高根屋内ゲートボール場     高根屋内ゲートボール場   

  国府屋内運動場     国府屋内運動場   

  国府屋外ゲートボール場     国府屋外ゲートボール場   

  本郷屋内運動場     本郷屋内運動場   

  奥飛騨栃尾屋内運動場     奥飛騨栃尾屋内運動場   

 施設 名称 使用方法 使用料   施設 名称 使用方法 使用料  

    幼児 小中学生 高校生以上      幼児 小中学生 高校生以上  

 プールの部 （略）   プールの部 （略）  

 施設 名称 使用方法 時間区分 使用料（1時間  照明料（1時間    施設 名称 使用方法 時間区分 使用料（1時間  照明料（1時間   

     当たり） 当たり）       当たり） 当たり）  

 体育館 丹生川体育館 全面 8時 30分～21時 30分 400 250   体育館 丹生川体育館 全面 8時 30分～21時 30分 410 250  

 ・武道

館 

丹生川運動公園管理休憩

棟 

全面 8時 30分～21時 30分 400 ―   ・武道

館 

丹生川運動公園管理休憩

棟 

全面 8時 30分～21時 30分 410 ―  

  小鳥体育館 全面 8時 30分～21時 30分 400 250    小鳥体育館 全面 8時 30分～21時 30分 410 250  

  清見 B＆ 1Fアリーナ 全面 8時 30分～22時 800 500    清見 B＆ 1Fアリーナ 全面 8時 30分～22時 820 510  

  G海洋セ  半面 8時 30分～22時 400 250    G海洋セ  半面 8時 30分～22時 410 250  

  ンター体 2F体育室 全面 8時 30分～22時 400 250    ンター体 2F体育室 全面 8時 30分～22時 410 250  

  育館 ミーティン

グルーム 

全面 8時 30分～22時 400 ―    育館 ミーティン

グルーム 

全面 8時 30分～22時 410 ―  

  荘川体育館 全面 8時 30分～21時 30分 800 500    荘川体育館 全面 8時 30分～21時 30分 820 510  

   半面 8時 30分～21時 30分 400 250     半面 8時 30分～21時 30分 410 250  

  久々野体

育館 

アリーナ 全面 8時 30分～22時 1,600 1,000    久々野体

育館 

アリーナ 全面 8時 30分～22時 1,640 1,020  

   半面 8時 30分～22時 800 500     半面 8時 30分～22時 820 510  

    1／4面 8時 30分～22時 400 250      1／4面 8時 30分～22時 410 250  



49 

 

   卓球室 全面 8時 30分～22時 400 ―     卓球室 全面 8時 30分～22時 410 ―  

    卓球 1人の項 （略）      卓球 1人の項 （略）  

   会議室 全室 8時 30分～22時 400 ―     会議室 全室 8時 30分～22時 410 ―  

   トレーニングルームの項 （略）     トレーニングルームの項 （略）  

  久々野総合運動公園屋内運動場の款 （略）    久々野総合運動公園屋内運動場の款 （略）  

  大西体育館 全面 8時 30分～21時 30分 400 250    大西体育館 全面 8時 30分～21時 30分 410 250  

  渚体育館 全面 8時 30分～21時 30分 400 250    渚体育館 全面 8時 30分～21時 30分 410 250  

  飛騨日和田体育館 全面 8時 30分～21時 30分 800 500    飛騨日和田体育館 全面 8時 30分～21時 30分 820 510  

   半面 8時 30分～21時 30分 400 250     半面 8時 30分～21時 30分 410 250  

  国府 B＆ アリーナ 全面 8時 30分～22時 800 500    国府 B＆ アリーナ 全面 8時 30分～22時 820 510  

  G海洋セ  半面 8時 30分～22時 400 250    G海洋セ  半面 8時 30分～22時 410 250  

  ンター体

育館 

ミーティン 全面 8時 30分～22時 400 ―    ンター体 ミーティン 全面 8時 30分～22時 410 ―  

  グルーム        育館 グルーム      

  備考 （略）    備考 （略）  

備考 （略） 備考 （略） 

（ 高山ビッグアリーナの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４０条 高山ビッグアリーナの設置及び管理に関する条例（平成１１年高山市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

別表（第１０条関係） 別表（第１０条関係） 

 施設及び使用区分 1時間あたりの使用料（円）   施設及び使用区分 1時間あたりの使用料（円）  

 メインアリーナ 3,900   メインアリーナ 4,010  

 サブアリーナ 1,400   サブアリーナ 1,440  

 武道場 1,400   武道場 1,440  

 弓道場 近的場 700   弓道場 近的場 720  

  遠的場 700    遠的場 720  

 トレーニングルームの部・クライミングウォールの部 （略）   トレーニングルームの部・クライミングウォールの部 （略）  

 会議室 400   会議室 410  

 多目的ルーム 800   多目的ルーム 820  

 大会本部室の部 （略）   大会本部室の部 （略）  

 備考 （略）   備考 （略）  

  

（高山市鈴蘭シャンツェの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４１条 高山市鈴蘭シャンツェの設置及び管理に関する条例（平成１６年高山市条例第５４号）の一部を次のように改正する。 
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改  正  前 改  正  後 

（使用料） （使用料） 

第７条 使用者は、１人につき１日５００円の使用料を納入しなければならない。 第７条 使用者は、１人につき１日５１０円の使用料を納入しなければならない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（高山市給水条例の一部改正） 

第４２条 高山市給水条例（平成９年高山市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（給水料） （給水料） 

第２７条 給水料は、基本料金と従量料金との合計額に１００分の１０５を乗じて得た額とする。ただし、そ

の額に１円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。 

第２７条 給水料は、基本料金と従量料金との合計額に１００分の１０８を乗じて得た額とする。ただし、そ

の額に１円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。 

２～５ （略） ２～５ （略） 
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   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （駐車場の使用料に関する経過措置） 

第２条 この条例第１条の規定による改正後の高山市役所庁舎駐車場目的外使用に関する条例の別

表の規定及び第２７条の規定による改正後の高山市駐車場の設置及び管理に関する条例の別表の

規定は、回数駐車券にあっては、施行日以後に発行するもの及び定期駐車券にあっては、施行日

以後の使用に対する使用料について適用し、回数駐車券にあっては、施行日前に発行したもの及

び定期駐車券あっては、施行日前の使用に対する使用料については、なお従前の例による。 

２ この条例第２４条の規定による改正後の高山市営住宅条例第５９条第１項の規定、第２５条の規

定による改正後の高山市特定市営住宅管理条例第１５条第１項の規定及び第２６条の規定による

改正後の高山市特定公共賃貸住宅管理条例第２０条第１項の規定は、施行日以後の駐車場及び自

動車保管場所の使用分に対する使用料及び自動車保管使用料について適用し、施行日前の使用分

に対する使用料及び自動車保管使用料については、なお従前の例による。 

 （行政財産の目的外使用料に関する経過措置） 

第３条 この条例第２条の規定による改正後の高山市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例

第２条第１項の表の規定は、施行日以後の使用に対する使用料について適用し、施行日前の使用に

対する使用料及び施行日以後の使用に対する使用料で施行日前に許可し、施行日前に納入通知書

を発行したものについては、なお従前の例による。 

 （公の施設の使用料等に関する経過措置） 

第４条 この条例第２条の規定による改正後の高山市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例

の別表の規定、第３条の規定による改正後の高山市児童センター管理条例の別表の規定、第４条の規

定による改正後の高山市福祉センター管理条例の別表の規定、第５条の規定による改正後の高山市

ふれあい会館管理条例の別表の規定、第６条の規定による改正後の高山市休日診療所の設置及び管

理に関する条例第５条第２項の規定、第８条の規定による改正後の高山市営火葬場の設置及び管理

に関する条例第６条の表及び第７条第２項の表の規定、第９条の規定による改正後の高山市国民健

康保険診療所の使用料及び手数料の徴収に関する条例の別表第１の規定、第１０条の規定による改

正後の高山市清見自然体験施設の設置及び管理に関する条例の別表の規定、第１１条の規定による

改正後の高山市彦谷の里滞在型農園施設の設置及び管理に関する条例の別表の規定、第１２条の規

定による改正後の高山市荒城農業体験交流館の設置及び管理に関する条例の別表の規定、第１３条

の規定による改正後の高山市朝日高齢者・若者センターの設置及び管理に関する条例第７条の表の

規定、第１４条の規定による改正後の高山市市民ふれあいファミリー農園の設置及び管理に関する

条例第７条第１項の規定、第１６条の規定による改正後の高山市乗鞍山麓五色ヶ原の森の設置及び

管理に関する条例第８条第２項の規定、第１７条の規定による改正後の高山市公設地方卸売市場業

務条例第５２条第１項の規定、第１８条の規定による改正後の高山市観光施設の設置及び管理に関
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する条例の別表の規定、第１９条の規定による改正後の高山市スキー場の設置及び管理に関する条

例の別表の規定、第２９条の規定による改正後の高山市下水道センター管理条例の別表の規定、第

３０条の規定による改正後の高山市立学校の設置等に関する条例の別表第１及び別表第２の規定、

第３１条の規定による改正後の高山市民文化会館条例第１６条第１項及び別表第１の規定、第３２

条の規定による改正後の高山市丹生川文化ホールの設置及び管理に関する条例の別表の規定、第３

３条の規定による改正後の高山市国府文化ホールの設置及び管理に関する条例の別表の規定、第３

４条の規定による改正後の高山市文化伝承館の設置及び管理に関する条例の別表の規定、第３５条

の規定による改正後の高山市図書館の設置及び管理に関する条例の別表の規定、第３６条の規定に

よる改正後の高山市公民館設置条例の別表第２の規定、第３７条の規定による改正後の高山市飛騨

プラネタリウムの設置及び管理に関する条例の別表の規定、第３８条の規定による改正後の高山市

歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例の別表の規定、第３９条の規定による改正後の高山市

体育施設等の設置及び管理に関する条例の別表第２の規定、第４０条の規定による改正後の

山ビッグアリーナの設置及び管理に関する条例の別表の規定並びに第４１条の規定による改正後

の高山市鈴蘭シャンツェの設置及び管理に関する条例第７条第１項の規定は、施行日以後の使用に

対する使用料等で施行日以後に納入通知書を発行するものについて適用し、施行日前の使用に対す

る使用料等及び施行日以後の使用に対する使用料等で施行日前に納入通知書を発行したものについて

は、なお従前の例による。 

 （手数料に関する経過措置） 

第５条 この条例第６条の規定による改正後の高山市休日診療所の設置及び管理に関する条例第５

条第３項の規定、第７条の規定による改正後の高山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第７条第

１項及び第１９条第１項の規定、第９条の規定による改正後の高山市国民健康保険診療所の使用料

及び手数料の徴収に関する条例の別表第２の規定並びに第１５条の規定による改正後の高山市家

畜人工授精条例第６条第２項の規定は、施行日以後の役務の提供に対する手数料について適用し

、施行日前の役務の提供に対する手数料については、なお従前の例による。 

（高山市公設地方卸売市場の取引に関する経過措置） 

第６条 この条例第１７条の規定による改正後の高山市公設地方卸売市場業務条例第３３条第４項、

第３６条第３項、第３９条及び第４３条第 1項の規定は、施行日以後の市場における取引につい

て適用し、施行日前の市場における取引については、なお従前の例による。 

 （道路占用許可等に係る使用料等に関する経過措置） 

第７条 この条例第２０条の規定による改正後の高山市道路占用料条例第２条第２項の規定、第２２

条の規定による改正後の高山市都市公園条例第１１条第２項の規定、第２３条の規定による改正後

の高山市地区公園条例第７条第２項の規定及び第２９条の規定による改正後の高山市下水道セン

ター管理条例第６条第２項の規定は、施行日以後の占用許可等に係る使用料等について適用し、

施行日前の占用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。 

２ この条例第２１条の規定による改正後の高山市法定外公共物の管理に関する条例の別表の規定
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は、施行日以後の使用等に対する使用料等について適用し、施行日前の使用等に対する使用料等につ

いては、なお従前の例による。 

 （下水道等使用料に関する経過措置） 

第８条 この条例の施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成２６年４月３０日

までの間に使用料の額が確定するものに係る使用料については、この条例第２８条の規定による

改正後の高山市下水道使用料条例第５条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 （給水料に関する経過措置） 

第９条 この条例の施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成２６年４月

３０日までの間に給水料の額が確定するものに係る給水料については、この条例第４２条の規定

による改正後の高山市給水条例第２７条第１項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 


